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七
む
す
びは

じ
め
に

朝
鮮
（
李
朝
）
時
代
、
各
地
で
徴
収
さ
れ
た
税
穀
は
、
お
も
に
王
朝
政
府
直
営
の
船
運
機
構
で
あ
る
溜
速
に
よ
っ
て
王
都
漢
城
ま

で
輸
送
さ
れ
た
。
漕
運
の
円
滑
な
運
営
な
く
し
て
中
央
財
政
の
安
定
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
、
王
朝
政
府
は
建
国
直
後
か
ら
そ
の

朝
鮮
成
宗
代
の
糟
運
政
策
論
議

二
七



朝
鮮
成
宗
代
の
糟
迎
政
策
論
議

二
八

整
備
に
腐
心
し
た
。
そ
の
結
果
、
い
く
た
び
か
の
変
選
を
へ
て
、
朝
鮮
王
朝
の
漕
運
制
が
ほ
ぼ
制
度
的
に
確
立
し
た
の
は
、
世
祖
代

（
一
四
五
五

1
一
四
六
八
〉
か
ら
成
宗
代
（
一
四
六
九

i
一
四
九
四
）
前
半
に
か
け
て
の
時
期
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
時
期
に
は
、
漕
運
専
用
の
船
舶
で
あ
る
漕
船
が
大
量
に
建
造
さ
れ
た
り
、
漕
運
役
専
業
集
団
と
し
て
漕
軍
が
新
設
さ
れ
た
だ

け
で
な
く
、
漕
運
拠
点
で
あ
る
漕
倉
の
配
置
と
各
漕
倉
ご
と
の
収
税
管
轄
区
域
が
ほ
ぼ
定
着
し
、
漕
運
作
業
の
管
理
・
運
営
組
織
や

監
督
官
制
度
な
ど
の
整
備
も
進
ん
だ
。
そ
れ
ら
の
多
く
が
朝
鮮
王
朝
の
基
本
法
典
で
あ
る
『
経
国
大
典
』
（
『
乙
巳
大
典
』
、
成
宗
十
五

年
〔
一
四
八
四
〕
編
纂
完
了
、
翌
年
よ
り
施
行
）
に
も
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
朝
鮮
王
朝
の
漕
運
制
は
、
王
朝
政
府

が
確
保
・
準
備
し
た
船
卒
と
船
舶
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
窪
完
基
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
官
船
潜
連
体

制
」
と
規
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
官
船
漕
連
体
制
は
、
確
立
期
に
あ
た
る
成
宗
代
に
お
い
て
早
く
も
運
営
上
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、
糟
運
に
私

船
（
民
間
船
舶
）
賃
運
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
主
張
（
本
稿
で
は
こ
れ
を
私
船
潜
運
論
と
称
す
る
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
現
行
制
度

の
改
革
案
が
し
ば
し
ば
朝
議
に
の
ぼ
っ
て
い
た
事
実
を
文
献
上
に
確
認
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
き
の
崖
完
基
は
大
略
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
一
）
官
船
潜
連
体
制
は
十
六
世
紀
の
社
会
的
・
経
済
的
情
勢
に
逆
行
す
る
も
の
と
し
て
多
く
の
問
題
を
内
包
し
て
お
り
、
そ
れ

ゆ
え
、
法
制
化
直
後
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
を
惹
起
し
、
事
実
上
変
質
し
て
い
っ
た
。

（
二
）
宮
船
糟
連
体
制
の
弊
害
は
成
宗
初
年
か
ら
国
政
上
の
重
要
問
題
と
し
て
登
場
し
、
そ
こ
で
は
「
敗
船
之
患
」
（
油
連
船
海
難

の
弊
害
）
と
「
辺
圏
虚
疎
」
（
船
軍
の
消
運
使
役
に
と
も
な
う
朝
鮮
半
島
南
部
沿
海
地
域
の
辺
境
防
備
上
の
弊
害
）
と
い
う
こ
大

弊
害
が
と
く
に
指
摘
さ
れ
、
官
船
溜
速
に
か
わ
っ
て
私
船
賃
用
の
実
施
が
強
く
主
張
さ
れ
た
。

（
三
）
「
敗
船
之
患
」
と
「
辺
国
虚
疎
」
の
二
つ
は
官
船
溜
運
を
運
営
す
る
さ
い
に
現
れ
た
根
本
的
な
矛
盾
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
解

決
さ
れ
な
く
て
は
漕
運
の
正
常
な
運
営
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
以
後
も
同
様
の
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ



た。

さ
ら
に
崖
は
、
十
五
世
紀
後
半
以
降
徐
々
に
進
展
し
た
社
会
的
・
経
済
的
変
動
に
と
も
な
っ
て
役
制
や
官
匠
制
が
崩
壊
現
象
を
起

こ
し
、
船
卒
や
船
匠
な
ど
の
面
で
そ
れ
ら
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
官
船
漕
運
体
制
も
動
揺
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
と
、
そ
れ
と

は
逆
に
、
同
じ
こ
ろ
私
船
所
有
者
の
成
長
に
よ
っ
て
私
船
の
活
動
が
活
発
化
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
の
二
点
に
も
ふ
れ
、
そ
れ
ら
を
説

明
す
る
な
か
で
も
成
宗
代
の
漕
運
政
策
論
議
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

つ
ま
り
崖
に
よ
れ
ば
、
成
宗
代
の
潜
遥
政
策
論
議
は
、
官
船
漕
運
体
制
の
根
本
的
矛
盾
と
体
制
そ
の
も
の
の
動
揺
、
そ
し
て
、
そ

れ
に
か
わ
る
私
船
の
成
長
と
私
船
賃
運
の
一
般
化
と
い
う
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
崖
の
理

解
は
、
こ
の
問
題
を
論
じ
る
さ
い
の
彼
の
本
来
の
関
心
が
潜
速
に
お
け
る
賃
運
活
動
を
通
じ
た
民
間
船
運
業
の
自
律
的
成
長
と
い
う

点
に
あ
る
こ
と
と
深
く
関
連
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。

た
し
か
に
崖
が
別
の
箇
所
で
論
証
す
る
よ
う
に
、
十
七
世
紀
以
降
、
私
船
の
税
殺
賃
速
が
官
船
に
よ
る
潜
運
を
圧
倒
す
る
ま
で
に

拡
大
す
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
た
だ
ち
に
民
間
船
運
業
の
自
律
的
成
長
と
み
な
せ
る
か
否
か
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て

も
、
そ
う
し
た
現
象
が
官
船
漕
運
体
制
の
弊
害
や
制
度
自
体
の
動
揺
、
あ
る
い
は
私
船
活
動
の
成
長
と
い
っ
た
．
要
因
を
背
景
と
し
て

生
じ
た
と
す
る
点
に
関
し
て
は
大
筋
に
お
い
て
認
め
て
よ
い
。

と
は
い
え
、
成
宗
代
の
溜
運
政
策
論
議
を
、
す
べ
て
官
船
糟
連
体
制
の
根
本
的
な
弊
害
・
矛
盾
を
解
決
し
、
補
運
の
正
常
な
運
営

を
企
図
す
る
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
と
み
な
す
点
や
、
官
船
漕
連
体
制
の
動
揺
や
私
船
活
動
の
成
長
の
反
映
と
の
み
捉
え
る
点
に
は
に

わ
か
に
同
意
で
き
な
い
。
ま
た
、
官
船
漕
連
体
制
自
体
に
径
の
い
う
よ
う
な
弊
害
・
矛
盾
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
な
ぜ
世
祖

代
に
は
ま
っ
た
く
問
題
と
さ
れ
ず
、
成
宗
代
に
な
っ
て
突
然
に
論
議
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
も
疑
問
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
成
宗
代
に
繰
り
返
さ
れ
た
漕
運
政
策
論
議
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
論
議
で
は
な
に
が
問
題
と
さ
れ
、
な
に
が

め
ざ
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
実
際
の
漕
運
運
営
に
ど
う
反
映
し
た
の
か
、
と
い
っ
た
事
柄
を
、
と
く
に
私
船
漕
運
論
に
焦
点

朝
鮮
成
宗
代
の
漕
連
政
策
論
議

二
九



朝
鮮
成
宗
代
の
潮
運
政
策
論
議

。

を
あ
わ
せ
な
が
ら
個
々
の
事
例
に
即
し
て
あ
ら
た
め
て
検
証
し
な
お
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
作
業
を
踏
ま
え
つ
つ
、
成

宗
代
の
漕
連
政
策
論
議
が
い
か
な
る
背
景
を
も
ち
、
そ
れ
が
官
船
糟
運
体
制
の
整
備
や
変
質
と
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の

か
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
、
周
知
の
よ
う
に
朝
鮮
時
代
の
油
連
は
、
時
期
に
よ
っ
て
多
少
の
変
動
は
あ
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
朝
鮮
半
島
南
西
沿
岸
の

海
路
を
メ
イ
ン
・
ル
l
ト
と
す
る
も
の
と
漢
江
の
河
川
水
路
を
メ
イ
ン
・
ル
l
ト
と
す
る
も
の
に
大
別
で
き
る
。
こ
の
う
ち
当
時
の

漕
遥
の
主
流
を
な
し
た
の
は
前
者
で
あ
り
、
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
す
る
成
宗
代
の
漕
運
政
策
論
議
も
ま
た
す
べ
て
前
者
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。

朝
鮮
初
期
漕
運
制
の
確
立
過
程

ま
ず
考
察
の
前
提
と
し
て
、
朝
鮮
王
朝
建
国
当
初
か
ら
世
祖
代
（
一
四
五
五

1
一
四
六
八
）
ま
で
の
漕
運
制
の
確
立
過
程
を
概
観

し
、
成
宗
代
の
漕
遥
政
策
論
議
で
問
題
と
さ
れ
た
世
祖
代
の
官
船
漕
運
体
制
の
特
徴
を
簡
略
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

朝
鮮
王
朝
建
国
直
後
の
太
祖
代
（
一
三
九
二

i
一
三
九
八
）
お
よ
び
定
宗
代
〈
一
三
九
八

i
一
四

O
O）
の
漕
運
は
、
主
と
し
て

各
浦
の
営
鎮
に
所
属
す
る
軍
船
と
船
軍
を
動
員
し
て
運
営
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
体
制
は
高
麗
最
末
期
の
恭
譲
王
代
〈
一
三
八
九

1

一
三
九
二
）
に
そ
の
起
源
を
も
っ
。

恭
譲
王
代
と
い
え
ば
、
倭
冠
の
激
化
に
よ
っ
て
辛
稿
王
二
年
（
一
三
七
六
）
以
来
運
営
停
止
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
滴
速
が
十
数

年
ぶ
り
に
復
活
し
、
再
建
さ
れ
た
時
期
に
該
当
す
る
。
倭
窓
対
策
が
重
視
さ
れ
た
結
果
、
こ
の
と
き
の
溜
運
制
再
建
事
業
は
水
軍
制

度
と
の
密
接
な
関
係
の
も
と
に
進
め
ら
れ
た
。

た
と
え
ば
、
漕
連
制
の
再
建
に
功
績
の
あ
っ
た
王
康
が
水
草
都
体
察
使
の
任
を
帯
び
て
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
や
、
漕
運
拠

点
で
あ
る
漕
倉
が
周
囲
に
城
壁
を
有
し
、
軍
事
力
を
完
備
し
た
漕
転
城
と
し
て
整
備
さ
れ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
漕
運
復
活
と
ほ
ぼ



と
き
を
同
じ
く
し
て
沿
海
居
民
を
水
軍
（
船
軍
）
に
充
定
す
る
措
置
が
と
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
ら
の
諸
事
実
か
ら
判
断
し
て
、
恭
譲
王
代
の
漕
速
が
水
軍
都
体
察
使
麿
下
の
軍
船
と
軍
卒
（
船
軍
）
を
動
員
し
て
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
。

で
は
、
軍
船
と
船
軍
を
動
員
す
る
恭
譲
王
代
の
溜
運
制
が
朝
鮮
王
朝
に
も
継
承
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、

漕
運
船
掠
毒
を
は
じ
め
と
し
て
朝
鮮
初
期
に
も
倭
冠
の
被
害
が
散
発
し
、
王
朝
政
府
と
し
て
は
倭
冠
へ
の
警
戒
を
怠
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
と
同
時
に
、
漕
運
に
は
一
度
に
大
量
の
船
舶
と
船
卒
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
当
時
は
水
軍
以
外
に

そ
れ
ら
を
組
織
的
・
集
中
的
に
保
有
し
て
い
る
機
構
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
も
大
き
な
理
由
の
一
つ
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
朝
鮮
王
朝
建
国
当
初
、
朝
鮮
半
島
南
西
沿
岸
の
海
路
を
メ
イ
ン
・
ル
l
ト
と
す
る
溜
運
は
、
忠
清
道
沿
海
地
域
・
全

羅
道
・
慶
尚
道
南
部
沿
海
地
域
の
税
穀
輸
送
に
活
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
ル
l
ト
は
す
で
に
早
く
か
ら
漕
連
船
の
海
難
が

続
発
し
て
い
た
ら
し
く
、
右
の
三
地
方
の
う
ち
「
南
界
」
（
全
羅
道
・
慶
尚
道
南
部
沿
海
地
域
）
の
税
穀
に
つ
い
て
は
、
定
宗
元
年

（
一
三
九
九
）
の
秋
に
な
っ
て
油
連
が
停
止
さ
れ
、
陸
上
輸
送
に
切
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
「
南
界
」
税
殺
の
海
路
で
の
梢
速
が
復

活
し
、
朝
鮮
王
朝
の
漕
運
制
が
本
格
的
に
整
備
さ
れ
は
じ
め
る
の
は
、
定
宗
の
次
の
太
宗
代
（
一
四

0
0
1
一
四
一
八
）
に
な
っ
て

か
ら
だ
っ
た
。

す
な
わ
ち
太
宗
は
、
そ
の
元
年
（
一
四

O
一
）
に
「
南
界
」
漕
運
の
復
活
を
決
定
す
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
漕
船
の
建
造
と
漕
運
専
用

の
船
卒
の
確
保
を
命
じ
て
官
船
漕
運
体
制
の
整
備
に
着
手
し
た
。
そ
し
て
翌
年
に
は
、
二
百
五
十
一
隻
の
漕
船
が
竣
工
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
と
き
の
漕
船
は
従
来
の
軍
船
と
構
造
的
に
大
差
な
く
、
そ
の
配
備
先
も
漕
運
拠
点
で
あ
る
消
倉
で
は
な
く
て
船
軍

が
所
属
す
る
各
浦
の
営
鎮
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
基
本
的
に
は
漕
運
専
用
で
も
、
有
事
の
さ
い
に
は
軍
用
船
と
し
て
活
用
す
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
一
方
、
水
路
を
熟
知
し
た
者
を
募
っ
て
漕
運
役
専
業
集
団
を
組
織
し
よ
う
と
い
う
当
初
の
計
画

も
頓
挫
し
た
ら
し
く
、
太
宗
代
に
も
船
卒
と
し
て
は
従
来
ど
お
り
船
軍
が
使
役
さ
れ
て
い
る
。

朝
鮮
成
宗
代
の
漕
連
政
策
論
議
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こ
の
よ
う
に
、
太
宗
初
年
に
整
備
さ
れ
た
官
船
糟
運
体
制
は
、
漕
船
だ
け
は
新
た
に
準
備
さ
れ
た
も
の
の
、
基
本
的
に
は
太
祖
・

定
宗
代
と
同
様
に
水
軍
制
度
に
大
き
く
依
存
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
相
次
ぐ
糟
運
船
の
海
難
に
よ
り
、
ほ

ど
な
く
し
て
軌
道
修
正
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
太
宗
三
年
〈
一
四

O
三
）
五
月
、
慶
尚
道
南
部
地
域
の
税
毅
を
輸
送
し
て
い
た
潜
運
船
三
十
四
隻
が
沈
没
す
る
事
故
が
起

こ
り
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
同
年
六
月
に
は
同
地
域
に
お
け
る
漕
運
の
廃
止
が
決
定
さ
れ
た
。
以
後
、
同
地
域
の
税
殺
は
陸
路
も

し
く
は
洛
東
江
の
河
川
水
路
を
利
用
し
て
忠
清
道
忠
州
の
慶
原
倉
（
の
ち
可
興
倉
）
に
搬
入
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
漢
江
を
漢
城
ま
で
下

る
方
式
で
輸
送
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

次
に
、
そ
の
後
も
漕
運
船
の
海
難
は
散
発
的
に
発
生
し
、
そ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
し
て
同
十
二
年
（
一
四
一
二
）
八
月
、
今
度

は
全
羅
道
の
漕
運
に
つ
い
て
も
部
分
的
な
陸
上
輸
送
へ
の
転
換
が
検
討
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
は
十
一
月
に
な
っ
て
従
来
ど
お
り
の
稽

運
維
持
で
ひ
と
ま
ず
決
着
し
た
が
、
航
海
上
の
陸
路
と
な
っ
て
い
た
忠
清
道
瑞
山
沖
の
安
興
梁
回
避
策
と
し
て
そ
の
直
後
か
ら
企
図

さ
れ
た
泰
安
の
漕
渠
掘
削
が
失
敗
に
終
わ
り
、
さ
ら
に
同
十
四
年
（
一
四
一
四
）
八
月
に
全
羅
道
の
漕
運
船
六
十
六
隻
が
沈
没
す
る

事
故
が
発
生
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
こ
の
年
に
は
同
様
の
論
議
が
ふ
た
た
び
蒸
し
返
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
な
か
、
同
十
五
年
（
一
四
一
五
）
六
月
に
な
る
と
、
全
羅
道
の
税
穀
輸
送
は
お
も
に
私
船
賃
速
に
よ
る
こ
と
と
し
、

私
船
で
運
び
き
れ
な
い
残
余
分
だ
け
を
官
船
漕
運
に
委
ね
れ
ば
よ
い
と
す
る
主
張
が
な
さ
れ
、
実
際
に
こ
れ
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
漕
速
へ
の
私
船
動
員
は
す
で
に
太
祖
代
か
ら
一
部
で
は
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
官
船
漕
遂
の
不
足
を
補

う
た
め
の
限
定
的
措
置
に
す
ぎ
ず
、
糟
運
に
お
け
る
私
船
賃
運
が
積
極
的
に
奨
励
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
う
し
た
従
来
の
漕
連
政
策
が
こ
こ
に
き
て
方
針
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
世
宗
代
か
ら
文
宗
・
端
宗
代

（
一
四
五

0
1
一
四
五
五
）
に
か
け
て
の
漕
運
は
、
も
っ
ぱ
ら
私
船
を
借
り
上
げ
て
行
う
形
が
一
般
的
と
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
船
の
税
穀
賃
運
が
一
般
化
し
た
こ
と
で
、
従
来
の
官
船
溜
運
制
が
完
全
に
否
定
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
は
で
き



な
い
。
官
船
（
漕
船
・
軍
船
）
と
船
軍
に
よ
る
漕
運
も
縮
小
し
た
と
は
い
え
継
続
し
て
い
た
。
漕
倉
を
拠
点
と
す
る
王
朝
政
府
の
糟

運
運
営
機
構
も
従
来
ど
お
り
機
能
し
て
お
り
、
潜
運
の
運
営
方
式
自
体
に
は
な
に
も
変
更
は
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
私
船
所
有
者
も

利
益
の
薄
い
漕
運
へ
の
動
員
を
決
し
て
喜
ば
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
の
私
船
賃
運
は
、
あ
く
ま
で
官
船
漕
連
体
制
の
枠
組
み
内
部
で

の
現
象
と
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
太
宗
末
年
以
後
、
漕
運
へ
の
私
船
の
大
量
動
員
は
約
四
十
年
ほ
ど
続
け
ら
れ
た
が
、
世
祖
代
（
一
四
五
五

i
一
四
六
八
）

に
な
る
と
、
こ
う
し
た
漕
運
の
運
営
方
式
を
あ
ら
た
め
、
官
船
を
中
心
と
す
る
体
制
が
再
度
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、

文
献
に
よ
れ
ば
私
船
に
支
給
す
る
膨
大
な
船
価
負
担
を
解
消
す
る
こ
と
に
そ
の
目
的
が
あ
っ
た
よ
う
に
看
取
さ
れ
る
が
（
こ
の
点
、

第
三
節
参
照
）
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
世
祖
の
中
央
集
権
的
専
制
支
配
体
制
強
化
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
措
置
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ

う
と
思
う
。

と
も
か
く
、
世
祖
六
年
（
一
四
六

O
）
に
は
漕
船
百
四
隻
が
新
た
に
竣
工
し
、
京
畿
と
忠
清
道
・
全
羅
道
の
各
浦
に
配
備
さ
れ
た
。

そ
れ
ら
の
う
ち
全
羅
道
内
に
配
備
さ
れ
た
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
年
、
こ
れ
を
管
理
す
る
た
め
に
全
羅
道
水
地
転
運
判
官
が
新
設

さ
れ
た
。
ま
た
、
同
七
年
〈
一
四
六
一
）
か
ら
開
発
に
着
手
さ
れ
た
兵
漕
船
も
同
十
一
年
（
一
四
六
五
）
ま
で
に
完
成
し
て
い
る
。

兵
漕
船
の
開
発
は
世
祖
六
年
の
漕
船
建
造
事
業
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
、
新
造
漕
船
に
比
べ
て
性
能
が
劣
り
、
規
格
も
ま
ち
ま
ち
な

既
存
の
軍
船
を
漕
運
に
も
う
ま
く
活
用
で
き
る
よ
う
に
改
造
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
主
眼
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
世
祖
代
に
は
漕
運
に
使
用
す
る
船
舶
の
充
実
に
力
が
注
が
れ
た
。
し
か
し
、
船
卒
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
前
代
同

様
船
軍
が
使
役
さ
れ
た
。
す
で
に
倭
窓
の
脅
威
は
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
が
、
長
期
に
わ
た
る
平
和
の
持
続
に
よ
っ
て
か
え
っ

て
軍
役
の
徳
役
化
が
促
進
さ
れ
た
結
果
、
船
軍
の
溜
運
使
役
も
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
世
組
代
に
新
造
さ
れ
た
糟
船
や

兵
漕
船
も
、
太
宗
代
の
潜
船
同
様
、
各
糟
倉
で
は
な
く
船
軍
の
所
属
す
る
各
浦
の
営
鎮
へ
配
備
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
船
軍
が
漕
運
役

に
使
役
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

朝
鮮
成
宗
代
の
溜
運
政
策
論
議

一一一一一一
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要
す
る
に
、
水
軍
制
度
を
前
提
と
す
る
と
い
う
点
で
は
、
世
祖
代
の
官
船
漕
連
体
制
も
太
宗
代
以
前
の
漕
運
制
と
大
き
く
異
な
る

と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
朝
鮮
初
期
の
漕
運
制
は
当
初
か
ら
船
舶
と
船
卒
の
両
面
に
お
い
て
水
軍
制
度
に
大
き
く
依
存
し
て
整
備
さ
れ

た
が
、
世
祖
代
に
再
整
備
に
着
手
さ
れ
た
官
船
潜
運
体
制
も
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

世
祖
代
は
、
倭
窓
活
動
の
終
息
に
よ
っ
て
朝
鮮
半
島
南
部
沿
海
地
域
が
比
較
的
平
穏
さ
を
保
っ
た
時
期
だ
っ
た
。
い
ま
も
述
べ
た

よ
う
に
、
そ
れ
が
右
の
よ
う
な
水
軍
制
度
を
前
提
と
す
る
潜
運
制
整
備
を
可
能
に
し
た
要
因
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
だ
が
、

他
方
に
お
い
て
世
祖
が
保
法
の
考
案
や
各
種
軍
額
の
培
員
、
さ
ら
に
は
鎮
管
体
制
の
施
行
な
ど
、
軍
制
整
備
に
も
か
な
り
の
力
を
注

い
だ
事
実
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
官
船
漕
運
体
制
の
あ
り
方
に
は
、
常
時
軍
船
を
稼
働
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
軍
船
自
体
の

維
持
を
は
か
り
、
ま
た
水
軍
（
船
軍
）
に
航
海
経
験
を
積
ま
せ
る
と
い
う
軍
事
面
で
の
積
極
的
な
意
図
も
込
め
ら
れ
て
い
た
と
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
た
と
え
ば
「
必
ず
兵
船
を
用
い
て
漕
運
す
る
は
、
行
船
を
試
み
ん
と
欲
し
、
而
し
て
水
軍
を
し
て
水
路
に
慣
習
せ

し
め
ん
と
欲
す
る
の
み
」
（
後
掲
史
料
F
）
と
い
う
成
宗
五
年
（
一
四
七
四
）
の
曹
錫
文
の
発
言
な
ど
は
、
後
代
に
お
け
る
理
解
で
は

あ
れ
十
分
に
示
唆
的
で
あ
る
。
平
和
な
時
代
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
う
し
た
措
置
の
必
要
性
が
い
っ
そ
う
痛
感
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
世
祖
代
に
お
け
る
水
軍
制
度
を
前
提
と
し
た
官
船
漕
運
体
制
に
は
、
そ
れ
な
り
の
合
埋
性
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、
本
来
は
海
上
防
御
を
本
務
と
す
る
水
軍
機
構
を
漕
運
運
営
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
は
、
や
は
り
糟
運
運

営
に
と
っ
て
大
き
な
矛
盾
に
は
ち
が
い
な
か
っ
た
。
成
宗
代
に
相
次
い
だ
漕
運
政
策
論
議
を
検
証
し
て
い
く
さ
い
に
も
、
こ
の
点
に

は
十
分
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

私
船
漕
運
論
の
登
場

世
祖
代
に
整
備
に
着
手
さ
れ
た
官
船
漕
運
体
制
に
対
し
て
は
じ
め
て
そ
の
制
度
の
是
非
が
問
わ
れ
、
改
革
を
求
め
る
意
見
が
示
さ



れ
た
の
は
、
成
宗
元
年
（
一
四
七
O
）
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
記
録
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
私
船
漕
運
を
主
張
す
る

も
の
だ
っ
た
。
成
宗
代
の
漕
運
政
策
論
議
は
、
ま
ず
最
初
に
私
船
漕
運
論
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

A

司
憲
府
大
司
憲
李
克
域
等
上
疏
日
、
（
中
略
）
一
、
国
家
漕
転
之
入
、
歳
率
数
十
万
碩
、
用
卒
可
数
百
人
、
毎
春
初
発
船
、
犯
風

波
、
渉
万
里
之
詩
、
求
一
生
於
百
死
之
余
、
自
非
素
習
舟
揖
、
老
於
海
路
者
、
鮮
不
敗
失
、
故
不
得
不
聴
民
私
載
、
而
又
豊
其

価
以
給
之
、
其
来
尚
失
、
属
縁
昇
平
日
久
、
国
家
無
事
、
始
用
諸
浦
船
軍
、
以
為
漕
転
之
卒
、
不
費
私
船
之
価
、
而
坐
収
漕
転

之
利
、
亦
一
時
之
権
宜
也
、
然
船
軍
名
為
騎
船
、
而
不
習
水
路
者
頗
多
、
不
如
私
夫
之
自
少
業
舟
締
習
波
梼
也
、
自
是
以
後
、

消
粟
之
入
、
似
加
於
前
、
而
敗
船
之
患
、
視
前
日
為
多
、
加
以
道
途
之
険
・
来
往
之
久
、
動
経
旬
月
、
の
失
農
業
、
又
の
戯
欠
、

蕩
尽
産
業
、
故
為
船
軍
者
、
一
領
漕
船
、
不
復
為
全
戸
、
人
物
之
流
移
、
営
鎮
之
虚
疎
、
未
必
不
自
糟
転
始
也
、
夫
私
船
之
価

小
費
也
、
敗
船
之
患
大
害
也
、
辺
閤
虚
疎
、
又
大
害
也
、
新
一
小
費
、
而
受
二
大
害
、
非
国
家
大
計
也
、
古
人
有
言
日
、
興
一

利
、
不
知
除
一
害
、
又
日
、
凡
有
興
作
利
於
其
旧
不
什
則
不
為
、
請
復
許
民
私
載
、
の
旧
給
価
、
以
蘇
船
軍
、
以
実
営
鎖
、
（
中

略
）
疏
入
、
抽
条
内
、
筆
圏
之
、
令
院
相
等
議
啓
、
（
後
略
）
（
『
成
宗
実
録
』
巻
三
、
元
年
二
月
辛
未
〔
二
十
二
日
〕
条
）

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
崖
完
基
は
官
船
漕
運
の
運
営
に
さ
い
し
て
現
れ
た
根
本
的
な
弊
害
・
矛
盾
と
し
て
「
敗
船
之
患
」
と

「
辺
国
虚
疎
」
の
二
つ
を
あ
げ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
記
録
に
み
え
る
大
司
憲
李
克
敏
等
の
上
疏
文
に
も
と
e

つ
い
て
い
る
。

た
し
か
に
こ
の
上
疏
文
で
は
、
崖
の
指
摘
ど
お
り
、
現
行
の
漕
運
運
営
方
式
（
世
祖
代
に
再
度
の
整
備
に
着
手
さ
れ
た
官
船
溜
運

体
制
下
で
の
漕
運
運
営
方
式
）
に
対
し
て
こ
の
二
つ
の
弊
害
が
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
に
か
わ
る
も
の
と
し
て
「
民
の
私
載
」
す
な
わ
ち

私
船
賃
速
の
実
施
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
上
疏
が
漕
速
に
お
け
る
私
船
賃
運
の
実
施
そ
れ
自
体

を
最
終
的
な
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
李
克
撤
等
の
主
眼
は
、
漕
速

の
正
常
な
運
営
と
い
っ
た
こ
と
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

で
は
、
李
克
敏
等
が
こ
の
上
疏
文
に
よ
っ
て
め
ざ
し
た
の
は
い
っ
た
い
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
上
疏
文
の
末
尾
に

朝
鮮
成
宗
代
の
漕
運
政
策
論
議
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や
す

「
復
た
民
の
私
載
を
許
し
、
而
し
て
旧
に
の
っ
て
価
を
給
し
、
以
っ
て
船
軍
を
蘇
ま
せ
、
以
っ
て
営
鎮
を
実
ら
せ
ん
こ
と
を
請
う
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
船
軍
を
休
息
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
が
所
属
す
る
各
浦
の
営
鎮
を
充
実
さ
せ
る
こ
と

だ
っ
た
。
そ
の
さ
い
に
と
く
に
溜
運
制
が
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
船
軍
の
疲
弊
・
逃
亡
と
そ
れ
に
と
も
な
う
営
鎮
の
空
洞
化
の
原
因

が
ま
さ
に
彼
ら
の
糟
運
使
役
に
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
点
を
当
該
上
疏
文
の
記
述
に
即
し
て
み
て
み
よ
う
。
上
疏
文
で
は
ま
ず
、
船
軍
の
多
く
が
実
は
海
路
を
熟
知
し
て
お
ら
ず
、

そ
の
た
め
に
漕
運
船
の
海
難
発
生
が
以
前
よ
り
も
増
加
し
て
い
る
事
実
が
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
に
加
え
て
、
厳
し
く
長
い
潜
連
時
の
航

海
が
船
軍
の
営
農
を
限
害
し
、
ま
た
、
糟
運
中
の
欠
損
穀
負
担
が
船
軍
の
家
産
を
務
尽
さ
せ
て
い
る
現
状
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
次

に
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
た
め
に
、
ひ
と
た
び
漕
運
に
使
役
さ
れ
る
と
そ
の
船
軍
は
戸
を
維
持
で
き
な
く
な
る
と
あ
り
、
船
軍
の
逃

亡
や
そ
れ
に
と
も
な
う
営
鎖
の
空
洞
化
は
「
未
だ
必
ず
し
も
漕
転
よ
り
始
ら
ざ
る
に
あ
ら
ざ
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
船
軍
を
漕
運
に
使

役
す
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
た
こ
と
だ
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

上
疏
文
の
後
段
に
み
え
る
「
敗
船
之
患
」
と
「
辺
国
虚
疎
」
の
「
二
大
害
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
以
上
の
よ
う
な
船
軍
の
漕

運
使
役
の
弊
害
を
ま
と
め
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
船
軍
の
漕
運
使
役
は
、
世
祖
代
に
整
備
さ
れ
た
官
船
糟
運
体
制
に
お
け
る
漕

運
運
営
方
式
で
あ
る
か
ら
、
「
敗
船
之
患
」
と
「
辺
国
虚
疎
」
の
二
つ
を
当
時
の
官
船
溜
速
の
根
本
的
な
弊
害
・
矛
盾
と
み
な
す
窪
完

基
の
理
解
は
必
ず
し
も
誤
り
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
よ
り
正
確
を
期
す
る
必
要
は
あ
る
。

「
敗
船
之
患
」
と
「
辺
圏
虚
疎
」
の
「
二
大
害
」
は
、
当
時
の
官
船
消
速
が
補
選
役
専
業
の
船
卒
で
は
な
く
、
本
来
は
水
軍
の
軍

卒
で
あ
る
船
軍
の
労
働
力
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
当
時
の
潤
運
が
水
軍
制
度
に
大
き
く
依
拠
し

て
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
「
敗
船
之
患
」
と
「
辺
闇
虚
疎
」
の
「
二
大
害
」
を
生
ぜ
し
め
た
の
で
あ
る
。
李
克
椴
等
が
問
題
と
し

た
の
も
、
漕
運
に
船
軍
が
使
役
さ
れ
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
船
軍
の
負
担
を
軽
減
し
て
営
鎖
の
充
実
を
め
ざ
す
た
め
に
、
ま
ず

な
に
を
お
い
て
も
船
軍
の
漕
運
使
役
を
や
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。



さ
て
、
船
軍
の
漕
運
使
役
を
や
め
る
と
な
れ
ば
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
そ
れ
に
か
わ
る
船
卒
の
確
保
で
あ
る
。
李
克
敬
等
が
私

船
油
連
論
を
主
張
し
た
の
は
そ
の
た
め
だ
っ
た
。
上
疏
文
の
前
段
部
分
に
は
、
船
軍
を
使
役
す
る
現
行
の
糟
速
運
営
方
式
が
行
わ
れ

る
以
前
に
は
私
船
賃
速
が
漕
運
の
主
流
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
世
祖
代
に
官
船
糟
運

体
制
の
再
整
備
が
は
じ
ま
る
以
前
、
太
宗
末
年
か
ら
約
四
十
年
間
に
わ
た
っ
て
私
船
が
漕
速
に
大
量
に
動
員
さ
れ
て
い
た
事
実
を
さ

し
て
い
る
が
、
船
軍
の
漕
運
使
役
に
か
わ
る
も
の
と
し
て
李
克
域
等
が
私
船
賃
運
を
主
張
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
そ
れ
が
か
つ
て

実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
復
た
民
の
私
載
を
許
し
、
而
し
て
旧
に
の
っ
て
価
を
給
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
私
船
賃
運
の
実
施
は
あ
く
ま
で
漕
運
運
営
方
式

を
旧
制
に
も
ど
す
こ
と
を
意
味
し
た
。
し
か
も
、
私
船
所
有
者
は
船
軍
よ
り
も
は
る
か
に
海
路
に
通
じ
て
お
り
、
よ
っ
て
私
船
賃
速

で
は
海
難
発
生
も
少
な
か
っ
た
か
ら
、
李
克
椴
等
に
と
っ
て
、
こ
れ
に
ま
さ
る
代
案
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
と
き
の
李
克
敬
等
の
上
疏
で
は
、
い
く
つ
か
の
条
文
が
成
宗
に
よ
っ
て
院
相
に
付
議
さ
れ
た
が
、
船
軍
の
漕
運
使
役
を
や
め

て
私
船
賃
運
を
復
活
し
、
船
軍
の
休
息
と
営
鎮
の
充
実
を
請
う
た
こ
の
条
文
は
、
そ
の
な
か
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ

れ
は
却
下
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
李
克
撤
等
の
上
疏
か
ら
三
か
月
あ
ま
り
を
す
ぎ
た
同
年
六
月
に
、
李
克
敏
等

と
同
じ
く
司
窓
府
の
官
員
で
あ
る
柳
軽
に
よ
っ
て
、
再
度
同
様
の
趣
旨
の
上
啓
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
の
記
録
を
み
て

み
よ
う
。

B 

御
経
態
、
講
吃
、
執
議
柳
軽
啓
日
、
今
因
早
、
尽
、
除
朔
望
進
上
、
恐
御
膳
不
足
、
令
量
進
何
如
、
若
除
諸
邑
不
緊
貢
物
、
則
雛

不
除
進
上
、
民
弊
自
桧
失
、
且
救
荒
諸
事
、
当
預
先
措
置
、
因
進
事
目
、
〈
中
略
）
一
、
諸
道
貢
税
、
前
則
以
私
船
給
価
而
漕
運
、

今
則
造
公
船
、
以
防
禦
船
軍
、
給
過
海
糧
而
運
、
其
糧
与
船
価
、
不
甚
相
遠
、
況
船
軍
専
委
防
禦
、
而
是
農
民
、
依
前
例
、
従

願
用
私
船
漕
運
、
以
休
船
軍
、
以
国
防
禦
、
（
後
略
）
、
（
『
成
宗
実
録
』
巻
六
、
元
年
六
月
乙
卯
〔
八
日
〕
条
）

執
義
柳
軽
は
、
救
荒
諸
事
に
関
す
る
事
目
の
一
条
と
し
て
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
官
船
漕
運
の
具
体
的
な

朝
鮮
成
宗
代
の
潤
速
政
策
論
議
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弊
害
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
私
船
賃
運
の
復
活
に
よ
っ
て
船
軍
を
休
息
さ
せ
、
辺
境
の
防
備
を
悶
め
る
こ
と
が

主
張
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
と
き
も
こ
の
問
題
が
こ
れ
以
上
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
私
船
漕
運
論
で
は
、
太
宗
末
年
以
降
続
け
ら
れ
て
き
た
私
船
賃
速
に
か
わ
っ
て
世
祖
代
に
船
軍
を
溜

運
に
使
役
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
、
潜
運
動
員
の
代
価
と
し
て
私
船
所
有
者
に
支
給
さ
れ
る
船
価
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
史
料
A
の
杢
克
敏
等
に
よ
れ
ば
、
官
船
漕
運
は
「
私
船
の
価
を
責
め
ず
、
坐
し
て
泊
転
の
利
を
収
」
め
る
も
の

だ
が
、
「
私
船
の
価
は
小
費
」
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
を
惜
し
ん
で
「
敗
船
之
患
」
と
「
辺
園
虚
疎
」
の
「
二
大
害
」
を
こ
う
む
る
の
は

「
国
家
の
大
系
に
非
ざ
る
」
こ
と
だ
と
い
う
。
ま
た
、
史
料
B
の
柳
軽
は
、
現
行
の
漕
運
で
は
船
軍
に
「
過
海
糧
を
給
し
て
運
」
ん

で
い
る
が
、
「
其
の
糧
と
船
価
と
は
甚
だ
相
い
遠
か
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
み
る
か
ぎ
り
、
李
克
増
等
や
柳
軽
が
私
船
漕
運
論
を
主
張
す
る
に
あ
た
り
、
船
価
の
問
題
に
か
な
り
神
経
を
使
っ
て
い

た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
世
祖
実
録
』
に
は
従
来
の
私
船
中
心
の
漕
運
に
か
わ
っ
て
官
船
漕
連
体
制
を
整
備
す

る
理
由
と
し
て
船
価
問
題
が
論
じ
ら
れ
た
事
実
を
確
認
で
き
な
い
。
船
価
問
題
が
世
祖
代
の
官
船
漕
運
体
制
整
備
と
ま
っ
た
く
無
関

係
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
官
船
稽
運
実
施
の
本
質
的
な
動
機
を
船
価
問
題
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。

成
宗
元
年
に
相
次
い
で
提
起
さ
れ
た
私
船
漕
運
論
は
、
い
ず
れ
も
十
分
に
審
議
さ
れ
な
い
ま
ま
立
ち
消
え
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
潜
運
使
役
に
よ
っ
て
船
軍
が
疲
弊
し
、
彼
ら
本
来
の
任
務
で
あ
る
沿
海
地
域
の
辺
境
防
備
も
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
現
状
は
、
王
朝
政
府
に
と
っ
て
放
置
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
船
軍
の
糟
運
使
役
は
結
果
的
に
漕

速
運
営
に
お
い
て
も
海
難
多
発
と
い
う
大
き
な
障
害
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
王
朝
政
府
と
し
て
は
、
私
船
賃
速
の
復
活
案
こ
そ
採
用

し
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
に
か
わ
る
な
ん
ら
か
の
対
応
策
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
次
に
述
べ
る
糟
運
役
専
業
集
団
と
し
て

の
騎
船
軍
の
新
設
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
背
景
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

騎
船
軍
と
は
、
全
羅
道
お
よ
び
忠
清
道
沿
海
地
域
の
各
浦
営
鎮
所
属
の
船
軍
中
か
ら
航
海
経
験
豊
富
な
者
を
漕
船
一
隻
に
つ
き
十



人
ず
つ
選
抜
し
、
こ
れ
に
水
夫
（
漢
江
水
姑
の
水
夫
か
ら
選
抜
か
）
十
人
を
加
え
て
漕
船
一
隻
あ
た
り
合
計
二
十
人
ず
つ
を
確
保
し

た
も
の
で
、
柳
軽
の
上
啓
の
の
ち
一
か
月
を
へ
た
成
宗
元
年
七
月
に
戸
曹
・
兵
曹
・
典
艦
司
提
調
の
同
議
上
啓
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

溜
速
に
従
事
す
る
一
方
で
平
時
に
は
軍
事
訓
練
を
行
い
、
有
事
の
さ
い
に
は
戦
闘
に
も
参
加
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た

と
い
う
点
で
、
騎
船
軍
も
ま
た
軍
役
の
一
種
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
騎
船
軍
が
従
事
し
た
の
は
全
羅
道
の
漕
運
に
か
ぎ
ら
れ
、

同
じ
く
海
路
を
メ
イ
ン
・
ル
！
ト
と
す
る
漕
運
に
よ
っ
て
税
穀
を
輸
送
し
て
い
た
忠
清
道
に
関
し
て
は
、
従
来
ど
お
り
、
各
浦
営
鎮

所
属
の
軍
船
と
船
軍
が
使
役
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
船
軍
と
は
い
ち
お
う
区
別
さ
れ
る
漕
運
役
専
業
の
船
卒
集
団
が
、

こ
の
と
き
は
じ
め
て
確
保
さ
れ
た
こ
と
は
、
朝
鮮
王
朝
の
糟
連
制
に
と
っ
て
画
期
的
な
出
来
事
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
と
き
を
同
じ
く
し
て
、
全
羅
道
で
は
道
内
の
三
漕
倉
（
栄
山
倉
・
法
聖
浦
倉
・
徳
城
倉
）
に
漕
運
専
用
の

漕
船
も
一
定
数
が
配
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
各
浦
営
鎖
配
備
の
軍
船
と
船
軍
に
よ
ら
な
い
糟
運
運
営
が
可
能
な
体

制
が
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
次
に
掲
げ
る
記
録
に
み
え
る
よ
う
に
、
騎
船
軍
の
設
置
に
も
か
か
わ
ら
ず
翌
同
二
年
（
一
四
七
一
）
十
月
に
は
、
検

討
宮
孫
比
長
に
よ
っ
て
ま
た
も
や
私
船
賃
速
の
実
施
が
主
張
さ
れ
た
。

御
夜
対
、
検
討
官
孫
比
長
・
禁
寿
入
侍
、
上
目
、
若
等
、
近
日
皆
自
外
選
、
守
令
不
法
、
民
間
疾
苦
、
必
有
所
問
、
其
各
言
之
、

比
長
対
日
、
窮
間
僻
巷
、
弊
必
多
失
、
臣
等
不
能
尽
知
、
以
臣
所
問
、
為
民
深
病
者
、
全
羅
道
漕
運
也
、
初
用
私
船
、
官
給
其

価
、
故
漕
運
無
弊
、
而
人
楽
為
之
、
今
則
用
官
船
、
役
水
軍
転
運
、
納
倉
之
際
、
率
多
耗
損
、
遂
徴
於
水
軍
、
水
軍
類
皆
貧
者
、

尽
売
家
産
、
未
能
充
償
、
因
此
、
流
亡
相
継
、
我
国
南
方
無
辺
患
、
以
有
水
軍
也
、
請
依
旧
用
私
船
漕
運
、
若
日
官
給
其
直
、

為
質
実
多
、
則
彼
用
私
船
者
、
亦
吾
民
、
雄
給
価
、
五
ロ
民
受
賜
也
、
上
目
、
固
善
、
但
用
官
船
、
先
王
之
法
、
未
敢
法
改
、
（
後

略
）
（
『
成
宗
実
録
』
巻
一
二
、
二
年
十
月
乙
未
〔
二
十
七
日
〕
条
）

c 
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こ
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
孫
比
長
は
み
ず
か
ら
の
見
聞
に
も
と
づ
い
て
、
全
羅
道
の
漕
運
に
つ
い
て
の
弊
害
を
述
べ
て
い
る
。
史
料

A
の
李
克
撤
等
の
上
疏
と
は
異
な
り
、
漕
運
船
の
海
難
に
つ
い
て
は
と
く
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
「
耗
米
」
（
補
選
時
の
欠
損
米
）

の
負
担
が
水
軍
（
船
軍
）
を
疲
弊
さ
せ
、
彼
ら
の
流
亡
を
促
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
お
り
、
ま
た
、
「
我
が
国
の
南
方
辺
患
無

き
は
、
水
軍
有
る
を
以
つ
て
な
り
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
主
眼
は
船
軍
を
疲
弊
か
ら
救
い
、
南
部
地
方
の

防
備
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
も
ま
た
李
克
域
等
や
柳
軽
に
よ
る
私
船
漕
運
論
と
同
趣
旨
の

主
張
だ
っ
た
。

漕
運
役
専
業
集
団
で
あ
る
騎
船
軍
の
設
置
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
た
の
は
、
一
つ
に
は
、
騎
船
軍
の
大

半
が
も
と
は
船
軍
か
ら
選
抜
さ
れ
た
者
た
ち
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
両
者
の
区
分
が
さ
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ

う
。
ま
た
、
実
際
に
も
騎
船
軍
の
労
働
力
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
の
ち
の
事
例
（
第
四
節
参
照
）
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
と
き

に
も
騎
船
軍
と
と
も
に
一
部
で
は
依
然
と
し
て
軍
船
と
船
軍
が
漕
運
に
使
役
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。

結
局
、
孫
比
長
の
主
張
に
対
し
て
成
宗
は
、
官
船
漕
運
は
「
先
王
之
法
」
で
あ
り
簡
単
に
変
更
で
き
な
い
と
述
べ
、
こ
れ
を
退
け

た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
と
き
も
私
船
賃
運
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
『
成
宗
実
録
』
に
よ
れ
ば
騎
船
軍
は
成
宗
三
年
（
一
四

七
二
）
八
月
ま
で
に
漕
軍
に
改
編
さ
れ
、
そ
の
軍
額
も
従
来
の
二
千
九
百
八
十
人
か
ら
四
千
四
百
七
十
人
に
増
員
さ
れ
て
、
二
番
相

逓
の
立
役
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
右
の
よ
う
な
状
況
に
対
す
る
王
朝
政
府
の
対
策
だ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
成
宗
三
年
に
は
官
船
漕
運
の
弊
害
を
め
ぐ
っ
て
次
の
記
録
に
み
え
る
よ
う
な
論
議
も
起
き
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
つ

い
て
も
簡
単
に
み
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

戸
曹
啓
、
今
承
伝
教
、
輪
対
者
有
言
、
自
官
船
漕
転
之
法
立
、
而
国
家
之
利
則
一
、
民
間
之
弊
則
七
、
不
給
船
価
、
其
利
一
也
、

造
船
毎
所
役
軍
千
余
人
、
冬
月
赴
役
、
風
姶
露
宿
、
飢
寒
切
身
、
其
弊
一
也
、
造
船
匠
、
受
案
付
実
軍
贈
賂
、
担
放
之
、
濫
役

沿
海
居
民
及
塩
干
、
侵
損
無
厭
、
其
弊
二
也
、
一
二
所
載
船
、
正
当
農
月
、
附
近
諸
邑
負
碩
軍
、
大
官
則
五
六
十
名
、
小
官
則
三

D 



四
十
名
、
来
往
数
旬
之
問
、
春
耕
失
時
、
其
弊
三
也
、
色
吏
及
差
使
員
伴
人
、
受
軍
人
賂
遺
、
私
給
畢
役
帖
子
、
其
弊
四
也
、

行
船
時
押
領
事
知
、
受
沿
海
諸
邑
厚
贈
、
方
給
無
事
過
境
之
文
、
其
弊
五
也
、
溜
転
耗
減
米
穀
、
徴
於
格
軍
、
因
此
、
破
蕩
家

財
、
害
延
一
族
、
逃
散
絶
戸
者
多
、
其
弊
六
也
、
漕
転
後
、
守
船
監
考
、
多
率
軍
人
、
態
公
営
私
、
無
不
如
意
、
権
問
万
戸
、

其
弊
七
也
、
臣
等
参
詳
、
前
此
用
私
船
漕
転
時
、
本
無
統
領
、
或
先
或
後
、
或
食
価
重
載
、
非
但
敗
船
失
米
、
好
詐
多
端
、
毎

年
虚
費
之
数
、
不
下
二
万
余
碩
、
故
世
組
創
立
官
船
、
行
之
十
余
年
、
無
弊
漕
連
、
不
可
更
改
、
但
其
造
船
軍
冬
月
赴
役
之
弊
、

凡
溜
船
、
非
毎
年
改
梨
改
造
、
或
年
久
朽
窓
、
或
遭
風
見
敗
、
不
得
己
当
冬
節
農
隙
、
役
近
邑
民
修
造
、
然
、
抄
軍
赴
役
之
際
、

富
者
獲
免
、
貧
者
独
苦
、
今
後
抄
軍
、
須
用
富
実
人
丁
、
使
免
飢
寒
之
苦
、
観
察
使
及
敬
差
官
検
挙
、
知
或
不
公
調
発
、
其
守

令
啓
聞
罷
瓢
、
其
造
船
匠
侵
損
沿
海
居
民
之
弊
、
今
後
造
船
時
、
令
敬
差
官
親
監
其
役
、
又
許
軍
人
陳
訴
、
知
有
侵
損
者
、
依

律
発
辺
遠
充
軍
、
其
負
碩
軍
人
春
耕
失
時
及
受
賂
私
給
帖
字
之
弊
、
負
碩
軍
人
、
雄
前
日
私
舟
行
用
時
、
不
得
巳
以
附
近
人
民

抄
定
、
但
前
受
教
内
、
漕
転
載
船
時
、
附
近
諸
巴
負
碩
軍
、
観
察
使
分
定
後
、
諸
邑
不
一
斉
点
送
者
、
及
押
領
色
吏
受
賂
、
不

即
進
皇
軍
人
名
目
者
、
令
観
察
使
検
挙
、
違
者
論
罪
、
守
令
罷
瓢
、
今
依
此
受
教
、
申
加
考
察
、
文
将
色
吏
伴
人
受
賂
者
、
限

五
年
定
他
道
残
駅
吏
、
其
押
領
事
知
受
贈
泥
濫
之
弊
、
容
或
有
之
、
所
当
痛
懲
、
今
後
許
貢
吏
及
船
軍
陳
訴
、
千
戸
及
事
知
、

依
律
論
罪
、
発
辺
遠
充
軍
、
其
耗
減
米
穀
徴
於
格
軍
之
弊
、
蓋
領
船
貢
吏
与
格
軍
、
同
共
盗
用
例
、
当
分
徴
、
但
守
令
徴
督
太

甚
、
或
有
徴
過
本
数
者
、
或
並
徴
隣
里
遠
族
者
、
令
観
察
使
、
痛
行
禁
止
、
犯
者
依
律
論
罪
、
其
守
船
監
考
滋
公
営
私
之
弊
、

令
所
在
守
令
及
万
戸
、
厳
加
検
挙
、
亦
許
軍
人
陳
訴
、
依
律
論
罪
、
発
辺
遠
充
軍
、
従
之
、
（
『
成
宗
実
録
』
巻
二
ハ
、
三
年
三

月
甲
子
〔
二
十
八
日
〕
条
）

す
な
わ
ち
周
年
三
月
、
こ
れ
よ
り
さ
き
、
輪
対
の
さ
い
に
そ
の
担
当
者
が
官
船
漕
運
の
弊
害
を
列
挙
し
た
の
に
対
し
、
戸
曹
は
そ

れ
ぞ
れ
の
指
摘
に
対
応
す
る
是
正
策
を
提
示
し
て
成
宗
の
裁
可
を
得
た
と
い
う
。

こ
こ
で
は
、
輪
対
者
は
官
船
漕
遥
の
弊
害
を
指
摘
す
る
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
官
船
漕
速
の
廃
止
や
、
こ
れ
に
か

朝
鮮
成
宗
代
の
潤
連
政
策
論
議

四
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わ
る
私
船
賃
運
の
復
活
な
ど
を
企
図
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
に
わ
か
に
断
定
で
き
な
い
。
た
ん
に
、
現
行
制
度
の

部
分
的
修
正
を
求
め
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
と
き
の
輪
対
者
の
発
言
を
従
来
の
私
船
漕
道
論
と
同
一
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
こ
と
は
、
輪
対
者
が
列
挙
す
る
官
船
糟
運
の
弊
害
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
輪
対
者
に
よ
れ
ば
、
官
船
潜
速
に

は
、
①
造
船
役
に
使
役
さ
れ
る
民
衆
の
苦
痛
、
②
造
船
匠
の
収
賄
不
正
、
③
「
三
所
」
（
全
羅
道
内
に
設
け
ら
れ
た
栄
山
・
法
聖
・
徳

城
の
三
樽
倉
か
）
で
の
税
穀
の
漕
運
船
積
み
込
み
に
使
役
さ
れ
る
負
碩
軍
の
失
良
、
④
色
吏
・
差
使
員
の
収
賄
不
正
、
⑤
押
領
事
知

の
収
賄
不
正
、
⑥
漕
運
時
の
欠
損
米
穀
を
格
軍
（
船
卒
）
か
ら
の
徴
収
す
る
こ
と
に
よ
る
彼
ら
の
絶
戸
・
流
防
、
⑦
漕
運
後
の
守
船

監
考
に
よ
る
「
滋
公
営
私
」
（
漕
船
を
私
的
に
利
用
）
、
と
い
っ
た
七
つ
の
弊
害
が
あ
る
と
い
う
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
⑥
を
除
い
た
残

り
の
六
項
目
は
、
い
ず
れ
も
以
前
の
私
船
漕
運
論
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
⑥
に
つ
い
て
も
、
船
軍
の
休

息
や
辺
境
防
備
の
充
実
と
い
う
視
点
は
み
ら
れ
な
い
。

こ
れ
は
、
す
で
に
漕
運
役
専
業
集
団
と
し
て
新
た
に
騎
船
軍
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
で
、
当
時
、
最
大
の
海
路
潜
巡
地
域
だ
っ
た
全

羅
道
に
か
ぎ
つ
て
は
、
船
軍
の
漕
連
使
役
と
い
う
問
題
が
ひ
と
ま
ず
は
解
消
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
騎
船
軍
は
、
さ
き

に
述
べ
た
よ
う
に
成
宗
三
年
八
月
ま
で
に
漕
軍
に
改
編
さ
れ
て
軍
額
も
塙
員
さ
れ
た
。
こ
の
漕
軍
を
使
役
す
る
漕
運
が
円
滑
に
運
営

さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
船
軍
の
休
息
も
辺
境
防
備
の
充
実
も
問
題
と
な
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。
輪
対
者
の
こ
の
発
言
は
、
一
方
で
こ
う

し
た
現
状
を
反
映
し
つ
つ
、
他
方
で
そ
れ
以
前
か
ら
の
私
船
潜
運
論
に
触
発
さ
れ
て
、
当
時
の
官
船
漕
運
体
制
が
抱
え
て
い
る
さ
ま

ざ
ま
な
弊
害
に
も
眼
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
弊
害
の
う
ち
、
①
②
⑦
は
た
し
か
に
官
船
滴
運
固
有
の
弊
害
と
い
え
る
が
、
そ
れ
以
外
に
つ

い
て
は
私
船
賃
運
を
実
施
し
た
場
合
で
も
、
糟
運
そ
れ
自
体
が
王
朝
政
府
の
監
督
下
に
運
営
さ
れ
る
以
上
は
つ
ね
に
発
生
し
う
る
も

の
で
あ
る
。
結
局
こ
れ
ら
は
、
罰
則
を
強
化
し
、
不
正
摘
発
を
厳
格
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
対
応
で
き
な
い
も
の
で
は
な
か
っ



た
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
以
後
の
私
船
潜
運
論
で
こ
れ
ら
の
事
柄
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

四

李
克
均
の
私
船
漕
運
論
と
成
宗
五
年
の
漕
運
政
策
論
議

前
述
の
よ
う
に
、
漕
運
役
専
業
集
団
と
し
て
の
騎
船
軍
の
設
置
お
よ
び
そ
の
漕
軍
へ
の
改
編
や
軍
額
増
員
な
ど
に
よ
っ
て
、
従
来

の
官
船
糟
連
体
制
が
抱
え
て
い
た
船
軍
の
漕
運
使
役
と
い
う
問
題
は
と
り
あ
え
ず
解
消
さ
れ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
史
料
C
と
し
て

引
用
し
た
成
宗
二
年
（
一
四
七
一
）
十
月
の
孫
比
長
の
建
議
を
最
後
に
、
い
っ
た
ん
は
私
船
漕
運
論
が
提
起
さ
れ
な
く
な
る
の
も
そ

の
た
め
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
孫
比
長
の
建
議
か
ら
約
三
年
を
へ
た
同
五
年
（
一
四
七
四
）
七
月
に
な
っ
て
、
私
船
漕
運
論
は
ふ
た
た
び
朝
議
に
の

ぼ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
の
記
録
に
み
え
る
全
羅
道
観
察
使
李
克
均
の
上
疏
が
そ
れ
で
あ
る
。

E

全
羅
道
観
察
使
李
克
均
上
疏
日
、
（
中
略
）
臣
観
道
内
民
弊
、
無
過
潜
転
、
風
変
無
時
、
草
瞬
難
弁
、
沈
没
相
継
、
溺
死
亦
多
、

其
幸
生
存
者
、
則
寂
其
敗
船
真
偽
、
囚
繋
他
邑
、
滞
獄
既
久
、
其
妻
子
無
以
養
之
、
尽
売
回
宅
、
菟
抑
不
貸
、
不
特
此
也
、
官

吏
多
方
鞠
詰
、
織
成
罪
事
而
徴
之
、
如
貧
不
能
償
、
則
分
徴
族
親
隣
里
、
因
而
失
業
流
離
、
受
苦
無
窮
、
臣
意
以
為
、
依
祖
宗

故
事
、
罷
公
船
、
専
用
私
船
為
便
、
（
中
略
）
命
議
子
院
相
、
申
叔
舟
・
鄭
昌
孫
議
、
請
令
該
曹
商
議
施
行
、
伝
日
、
可
、
（
『
成

宗
実
録
』
巻
四
五
、
五
年
七
月
壬
午
〔
二
十
九
日
〕
条
）

こ
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
杢
克
均
は
全
羅
道
内
の
民
弊
で
溜
速
に
ま
さ
る
も
の
は
な
い
と
し
て
、
①
漕
速
船
の
沈
没
で
多
数
の
溺
死

者
が
出
る
、
②
生
存
者
も
沈
没
の
真
偽
を
調
べ
る
た
め
に
収
監
さ
れ
、
妻
子
は
養
い
手
を
失
っ
て
絶
戸
す
る
、
③
官
吏
に
よ
る
欠
損

米
穀
の
強
徴
に
よ
っ
て
生
存
者
お
よ
び
そ
の
族
親
隣
里
の
人
び
と
が
失
業
流
離
す
る
、
と
い
っ
た
三
つ
の
弊
害
を
列
挙
す
る
。
そ
し

て
、
「
祖
宗
の
故
事
に
従
っ
て
公
船
を
罷
め
、
専
ら
私
船
を
用
う
る
が
便
た
り
」
と
述
べ
、
私
船
賃
運
の
復
活
を
主
張
し
た
。

李
克
均
の
こ
の
私
船
補
運
論
は
、
全
羅
道
内
の
民
弊
、
具
体
的
に
は
漕
運
に
使
役
さ
れ
る
船
卒
が
潜
運
船
の
海
難
に
よ
っ
て
溺
死

朝
鮮
成
宗
代
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糟
連
政
策
論
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し
た
り
疲
弊
す
る
弊
害
を
打
開
す
る
た
め
に
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
辺
境
防
備
の
充
実
と
い
う
観
点
か
ら
船
軍

の
漕
運
使
役
を
問
題
と
し
て
な
さ
れ
た
以
前
の
私
船
稽
運
論
と
は
、
私
船
賃
速
の
実
施
を
求
め
て
い
る
点
で
は
同
じ
で
も
、
そ
の
意

図
す
る
と
こ
ろ
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
と
と
も
に
、
李
克
均
の
上
疏
に
お
い
て
も
う
一
つ
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
こ
で
疲
弊
・
溺
死
な
ど
の
弊
害
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
漕
運
船
の
船
卒
が
、
お
も
に
溜
軍
を
さ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
上
疏
が
な
さ
れ
た
成
宗
五
年
の
時
点
で

は
、
す
で
に
漕
運
役
専
業
集
団
と
し
て
漕
軍
が
存
在
し
、
少
な
く
と
も
全
羅
道
に
関
し
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
道
内
三
漕
倉
所
属
の
漕
船

と
漕
軍
を
動
員
し
て
溜
速
を
運
営
す
る
方
式
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
各
浦
営
鎖
所
属
の
船

軍
中
か
ら
航
海
経
験
の
豊
富
な
者
を
選
抜
し
て
組
織
し
た
は
ず
の
糟
軍
に
つ
い
て
、
こ
の
上
疏
で
は
漕
運
船
の
海
難
に
よ
る
疲
弊
や

溺
死
が
全
羅
道
に
お
け
る
最
大
の
民
弊
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
上
疏
は
、
漕
軍
を
使
役
す
る
漕
運
運
営

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
な
お
、
潜
運
船
の
海
難
多
発
と
い
う
状
況
に
は
大
き
な
変
化
・
改
善
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
事
実
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
成
宗
は
こ
の
上
疏
を
院
相
に
付
議
し
、
申
叔
舟
・
鄭
自
国
孫
の
意
見
に
し
た
が
っ
て
戸
曹
に
商
議
施
行
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

残
念
な
こ
と
に
戸
曹
が
こ
の
提
案
に
対
し
て
い
か
な
る
対
応
を
み
せ
、
成
宗
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
結
論
を
下
し
た
か
は
定
か
で

な
い
。
だ
が
、
李
克
均
の
上
疏
か
ら
約
一
か
月
あ
ま
り
を
へ
た
同
年
九
月
に
も
、
王
朝
政
府
内
部
で
漕
速
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
が
か

わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
当
時
の
漕
運
に
軍
船
が
動
員
さ
れ
て
い
た
事
実
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
私
船
賃
運
に
つ
い
て
も
言

及
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
李
克
均
の
上
疏
も
や
は
り
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
そ
の
九
月
の
潜
遥
政
策
論
議
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
内
容
の
も
の
だ
っ
た
の
か
を
、
次
に
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

御
経
箆
、
講
詑
、
執
義
李
亨
元
啓
日
、
（
中
略
）
亨
元
又
啓
日
、
糟
運
用
各
浦
兵
船
、
而
又
用
船
軍
為
糟
卒
、
往
返
幾
至
半
年
、

万
戸
独
守
空
営
、
狩
有
不
虞
、
何
以
禦
之
、
且
旧
用
私
船
時
、
無
敗
船
、
今
用
兵
船
、
数
致
額
没
、
所
以
然
者
、
兵
船
体
大
難

F 



行
、
而
私
船
軽
小
易
使
也
、
為
溜
卒
者
、
類
多
豪
強
、
油
連
之
際
、
必
雇
貧
窮
無
頼
之
人
代
之
、
皆
不
慣
水
路
、
以
致
覆
没
、

請
依
水
軍
作
円
牌
、
刻
其
年
貌
、
依
此
成
案
、
当
発
船
時
、
滋
考
点
名
以
送
、
則
無
代
役
之
弊
、
而
皆
為
慣
習
水
路
者
失
、
上

回
、
用
兵
船
溜
連
、
先
王
成
法
、
不
可
逮
革
、
錫
文
目
、
必
用
兵
船
漕
運
者
、
欲
試
行
船
、
而
欲
使
水
軍
慣
習
水
路
耳
、
租
宗

朝
、
嘗
用
私
船
漕
転
、
世
祖
怨
私
船
給
価
多
費
、
命
用
公
船
、
其
後
漕
運
多
覆
敗
、
人
多
言
其
不
便
、
時
臣
為
戸
曹
判
書
、
請

遣
郎
庁
金
順
命
、
監
護
漕
船
、
順
命
計
水
程
遠
近
険
夷
、
預
定
泊
船
之
所
、
使
不
得
過
行
、
若
非
順
風
、
勿
令
発
船
、
且
身
到

泊
船
処
以
待
船
至
而
考
察
、
以
故
船
無
敗
者
、
今
三
道
敬
差
官
、
則
使
千
戸
押
船
而
行
、
身
由
陸
路
、
径
到
子
京
而
待
之
、
為

千
戸
者
、
不
即
発
船
、
擁
官
妓
、
日
事
飲
酒
、
及
迫
上
京
之
期
、
則
昼
夜
行
船
、
多
致
敗
没
、
臣
意
以
為
、
革
三
道
敬
差
官
、

特
遺
本
曹
郎
庁
押
来
、
則
庶
無
敗
船
之
患
、
且
公
船
補
運
、
世
祖
之
法
、
不
可
法
改
、
用
公
船
不
足
、
則
兼
用
私
船
、
以
試
利

害
為
可
、
（
後
略
）
（
『
成
宗
実
録
』
巻
四
七
、
五
年
九
月
突
亥
〔
十
一
日
条
〕
）

右
に
引
い
た
実
録
記
事
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
経
鐙
終
了
後
、
司
憲
府
執
義
李
亨
元
・
成
宗
・
曹
錫
文
の
三
人
の
間
で

か
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
最
初
に
漕
運
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
は
李
亨
元
だ
っ
た
。

彼
は
ま
ず
、
当
時
の
漕
運
に
各
浦
営
鎮
所
属
の
「
兵
船
」
す
な
わ
ち
軍
船
が
使
用
さ
れ
、
ま
た
、
船
軍
が
「
糟
卒
」
す
な
わ
ち
漕

軍
と
し
て
使
役
さ
れ
て
い
た
事
実
を
述
べ
る
。
そ
し
て
次
に
、
こ
の
よ
う
な
漕
運
運
営
で
は
営
鎮
の
防
御
が
手
薄
に
な
り
、
か
つ
漕

運
船
の
沈
没
事
故
が
発
生
す
る
と
い
う
弊
害
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
こ
に
は
、
軍
船
の
溜
運
動
員
に
対
す
る
彼
の
否
定
的
な

見
方
を
看
取
で
き
る
。
し
か
し
、
彼
は
そ
れ
以
上
こ
の
点
に
立
ち
入
る
こ
と
は
せ
ず
、
瀧
運
船
沈
没
の
主
要
な
原
因
と
し
て
、
私
船

に
比
し
て
船
体
が
大
き
い
軍
船
で
は
操
船
が
む
ず
か
し
く
、
ま
た
、
漕
軍
に
よ
っ
て
代
役
者
と
し
て
雇
立
さ
れ
る
「
貧
窮
無
頼
之
人
」

が
水
路
に
通
じ
て
い
な
い
こ
と
を
あ
げ
た
の
ち
、
「
水
軍
」
の
例
に
倣
っ
て
漕
軍
の
円
牌
を
作
成
す
る
こ
と
の
み
を
請
う
た
。

円
牌
と
は
、
も
と
も
と
水
軍
（
船
軍
）
に
所
持
さ
せ
た
円
形
の
黒
漆
木
牌
で
、
片
面
に
は
そ
の
水
軍
の
所
属
す
る
浦
名
・
姓
名
・

年
齢
・
容
貌
・
居
住
地
を
記
し
、
も
う
片
面
に
は
築
字
で
「
水
軍
」
の
二
文
字
を
熔
印
し
た
も
の
で
あ
る
。
立
役
し
た
水
軍
を
点
呼

朝
鮮
成
宗
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漕
運
政
策
論
議
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す
る
さ
い
、
こ
れ
で
本
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
代
役
を
防
い
だ
。
李
亨
元
が
漕
軍
の
円
牌
作
成
を
請
う
た
の
も
、
「
此
（
円

牌
、
引
用
者
註
）
に
依
り
て
案
を
成
し
、
発
船
の
時
に
当
た
り
、
調
思
考
点
名
し
て
以
っ
て
送
れ
ば
、
則
ち
代
役
の
弊
無
く
、
而
し
て

皆
な
水
路
に
慣
習
す
る
者
と
為
ら
ん
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
円
牌
を
漕
箪
に
も
所
持
さ
せ
る
こ

と
で
糟
軍
の
代
役
行
為
を
防
ぎ
、
水
路
を
熟
知
し
た
者
を
漕
運
に
使
役
し
て
梢
速
船
の
海
難
を
防
止
し
よ
う
と
い
う
意
図
か
ら
だ
っ

た。
船
軍
中
の
富
実
豪
強
者
が
苦
役
で
あ
る
船
軍
役
を
忌
避
し
て
み
ず
か
ら
立
役
せ
ず
、
貧
窮
者
を
雇
立
し
て
代
役
さ
せ
る
現
象
は
、

周
知
の
よ
う
に
世
宗
代
か
ら
確
認
で
き
る
。
立
役
す
る
船
軍
に
円
牌
所
持
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
代
役
を
阻
止
す

る
た
め
の
措
置
だ
っ
た
。
李
亨
元
は
、
潜
軍
の
新
設
か
ら
い
く
ら
も
た
た
な
い
成
宗
五
年
の
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
す
で
に
そ
う
し

た
代
役
現
象
が
漕
軍
に
も
顕
著
と
な
り
、
水
路
に
不
慣
れ
な
貧
窮
者
の
糟
運
役
従
事
に
よ
っ
て
潜
運
船
の
海
難
多
発
状
況
が
生
み
出

さ
れ
て
い
る
現
状
を
憂
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
き
に
私
は
、
史
料
E
に
み
え
る
李
克
均
の
上
疏
に
つ
い
て
、
漕
軍
を
使
役
す
る
漕
運
運
営
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
な
お
、

漕
運
船
の
海
難
多
発
と
い
う
状
況
に
大
き
な
変
化
・
改
善
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
事
実
を
示
す
も
の
だ
と
述
べ
た
。
李
亨
元
の
上
啓
に

よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
油
連
船
の
海
難
多
発
状
況
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
大
き
な
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
潤
軍
の
代
役
現
象
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

漕
軍
の
新
設
は
、
前
述
の
よ
う
に
漕
運
役
専
業
集
団
が
は
じ
め
て
確
保
さ
れ
た
と
い
う
点
で
画
期
的
な
出
来
事
に
は
ち
が
い
な

か
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
時
期
の
漕
軍
は
そ
の
配
備
先
が
全
羅
道
内
の
三
潜
倉
の
み
で
あ
り
、
同
じ
く
海
路
漕
運
地
域
で
あ
る
忠
清
道

沿
海
地
域
の
漕
倉
に
は
配
備
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
限
定
的
な
存
在
だ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
如
上
の
李
克
均
・
李
亨
元
ら
の

発
言
内
容
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
新
設
後
ま
も
な
く
し
て
代
役
現
象
が
進
展
し
、
潜
運
船
の
海
難
多
発
と
い
う
漕
運
運
営
上
の
大

き
な
弊
害
を
克
服
で
き
ず
に
い
た
点
で
も
、
補
運
役
専
業
集
団
と
し
て
は
き
わ
め
て
不
安
定
な
存
在
で
も
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
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W漕
軍
の
立
役
を
厳
重
に
監
視
・
点
検
す
る
た
め
の
（
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
鴻
運
船
の
海
難
を
防
止
す
る
た
め
の
）
手
段
と
し

て
牽
台
了
元
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
溜
箪
の
円
牌
作
成
問
題
は
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の
場
で
は
こ
れ
以
上
深
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
成
宗

は
、
李
亨
元
の
上
啓
の
核
心
で
あ
る
漕
軍
の
円
牌
作
成
に
は
と
く
に
言
及
せ
ず
、
彼
が
軍
船
の
漕
運
動
員
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度

を
示
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
「
兵
船
を
用
う
る
漕
運
」
は
「
先
王
之
法
」
ゆ
え
に
急
に
は
変
更
で
き
な
い
と
の
意
向
を
表
明
す
る
に
と

ど
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
受
け
た
曹
錫
文
の
発
言
で
も
、
李
亨
元
と
は
逆
に
軍
船
の
漕
運
動
員
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
槽
速
船

の
海
難
防
止
策
を
提
起
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
、
溜
軍
の
円
牌
支
給
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
暫
錫
文
は
、
ま
ず
軍
船
の
漕
運
動
員
に
つ
い
て
「
行
船
を
試
み
ん
と
欲
し
、
而
し
て
水
軍
を
し
て
水
路
に
償
習
せ
し
め

ん
と
欲
す
る
の
み
」
と
述
べ
て
そ
の
必
要
性
を
認
め
る
。
そ
の
う
え
で
、
漕
運
船
の
沈
没
に
つ
い
て
は
三
道
敬
差
官
の
怠
慢
に
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
、
こ
れ
を
廃
止
し
て
戸
曹
郎
庁
が
漕
運
船
団
の
押
領
（
運
航
指
揮
）
に
あ
た
る
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
と
し
、

「
公
船
漕
運
」
は
「
世
祖
之
法
」
ゆ
え
に
変
更
で
き
な
い
に
し
て
も
、
公
船
が
不
足
し
た
ら
私
船
を
兼
用
し
て
利
害
を
試
す
の
は
よ

い
だ
ろ
う
と
語
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
留
錫
文
の
建
議
も
こ
こ
で
は
結
論
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
九
月
の
漕
運
政
策
論
議
で
も
私
船
賃
運
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
た
の
は
、
曹
錫
文
の
発
言
の
こ

の
部
分
で
あ
る
が
、
窪
完
基
に
よ
れ
ば
、
曹
錫
文
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
私
船
賃
運
へ
の
言
及
は
、
成
宗
と
担
当
官
庁
で
あ
る
戸
曹
の

官
船
糟
運
へ
の
執
着
を
挫
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
私
船
溜
運
論
者
側
が
折
衷
案
と
し
て
提
示
し
た
「
官
私
船
兼
用
論
」
で
あ
る
と

い
う
。
つ
ま
り
径
は
、
曹
錫
文
の
私
船
賃
運
へ
の
言
及
を
私
船
漕
運
論
の
一
変
型
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
且
つ
公
船
漕
運
は
、
世
祖
の
法
な
り
。
速
か
に
改
む
べ
か
ら
ず
」
と
公
言
す
る
曹
錫
文
を
、
私
船
漕
運
論
者
と
み
な
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
文
脈
か
ら
判
断
し
て
も
、
彼
が
軍
船
の
漕
運
動
員
を
維
持
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
彼
は
、
軍

船
の
潜
運
動
員
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
部
分
的
に
私
船
賃
運
を
認
め
る
こ
と
は
か
ま
わ
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
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れ
は
、
官
船
漕
運
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
私
船
漕
運
論
を
主
張
す
る
側
に
一
定
の
理
解
を
示
し
た
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
従

来
の
私
船
鴻
運
論
と
は
ま
っ
た
く
次
元
を
異
に
し
た
建
議
な
の
で
あ
り
、
僅
の
よ
う
な
理
解
は
成
り
立
た
な
い
。

だ
が
そ
れ
は
と
も
か
く
、
以
上
の
よ
う
な
李
亨
元
・
成
宗
・
曹
錫
文
ら
の
や
り
と
り
は
、
こ
の
時
期
、
全
羅
道
の
漕
運
に
漕
倉
所

属
の
漕
船
だ
け
で
な
く
各
浦
営
鎮
所
属
の
軍
船
も
同
時
に
動
員
さ
れ
て
い
た
事
実
を
物
語
る
も
の
と
し
て
、
よ
り
重
要
で
あ
る
。
李

亨
元
は
そ
の
よ
う
な
現
行
の
体
制
に
否
定
的
だ
っ
た
の
に
対
し
、
成
宗
や
曹
錫
文
は
基
本
的
に
そ
れ
を
支
持
す
る
立
場
を
表
明
し
て

い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
全
羅
道
の
漕
速
に
軍
船
を
動
員
す
る
こ
と
の
是
非
が
、
こ
の
時
期
、
王
朝
政
府
内
部
で
一
つ
の
論
争
点
と

な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
次
の
二
つ
の
記
録
で
あ
る
。

G

御
夕
講
、
講
吃
、
上
謂
侍
講
官
柳
淘
日
、
今
自
全
羅
道
来
、
無
乃
有
民
弊
乎
、
淘
対
日
、
聖
上
勤
他
民
隠
、
恵
政
甚
多
、
故
巨

弊
則
無
失
、
難
或
有
小
弊
、
特
守
令
未
尽
奉
行
耳
、
但
用
各
浦
兵
船
潜
運
、
脱
有
風
塵
之
警
、
何
以
応
之
、
此
可
慮
也
、
今
己

多
弁
漕
船
、
請
勿
用
兵
船
、
以
専
防
禦
、
上
謂
同
副
承
旨
玄
碩
圭
日
、
前
日
言
此
事
者
多
、
己
令
議
子
院
相
、
其
速
議
以
啓
、

（
後
略
）
（
『
成
宗
実
録
』
巻
四
八
、
五
年
十
月
乙
酉
〔
三
日
〕
条
）

H

司
憲
府
大
司
憲
李
恕
長
等
、
上
疏
目
、
（
中
略
）
一
、
全
羅
諸
浦
、
当
春
夏
転
運
之
時
、
消
船
不
足
、
補
以
兵
船
、
往
還
之
問
、

動
経
旬
月
、
是
在
浦
留
防
之
日
少
、
出
浦
移
使
之
時
多
也
、
無
事
則
己
、
有
事
則
奈
何
、
一
処
傾
演
、
倭
冠
逝
溢
、
南
民
久
安
、

執
能
枝
梧
、
士
民
奔
波
、
立
填
講
盤
、
当
此
之
時
、
錐
有
智
者
、
不
能
為
之
謀
突
、
議
者
、
不
此
之
察
、
荷
玩
目
前
之
無
事
、

不
徒
兵
船
之
移
用
、
国
家
大
役
、
則
必
日
領
船
軍
、
臣
等
常
切
荻
心
、
兵
法
目
、
母
侍
其
不
来
、
侍
吾
有
以
待
之
、
伏
望
殿
下

診
念
、
勿
以
南
方
為
恒
安
、
常
若
倭
奴
之
窃
発
、
母
置
兵
船
於
不
可
用
之
処
、
母
役
船
軍
於
不
当
労
之
地
、
益
勤
辺
防
、
永
図

治
安
、
（
中
略
）
、
上
皆
嘉
納
、
（
『
成
宗
実
録
』
巻
四
八
、
五
年
十
月
庚
戊
〔
二
十
八
日
〕
条
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
さ
き
の
李
亨
元
・
成
宗
・
曹
錫
文
ら
に
よ
る
糟
運
政
策
論
議
の
の
ち
、
十
月
に
な
っ
て
軍
船
の
漕
運
動
員

に
反
対
す
る
主
張
が
連
続
し
て
朝
議
に
の
ぼ
っ
た
事
実
を
伝
え
て
い
る
。



こ
の
う
ち
史
料
G
は
、
タ
講
終
了
後
、
全
羅
道
の
民
弊
に
つ
い
て
の
成
宗
の
下
問
に
対
す
る
侍
講
官
柳
淘
の
答
弁
と
、
そ
れ
へ
の

成
宗
の
対
応
を
記
す
。
柳
淘
は
全
羅
道
漕
速
に
お
け
る
軍
船
の
糟
運
動
員
を
廃
止
し
、
溜
運
に
は
漕
船
の
み
を
使
用
し
て
軍
船
は
防

御
専
用
と
す
べ
き
こ
と
を
請
い
、
こ
れ
を
受
け
た
成
宗
は
、
こ
の
問
題
は
以
前
か
ら
多
く
の
臣
下
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の

だ
と
述
べ
て
、
そ
の
取
り
扱
い
を
院
相
に
議
論
さ
せ
る
よ
う
同
副
承
旨
玄
碩
圭
に
命
じ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
柳
淘
の
建
議
が
成
宗

に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。

次
に
史
料
H
に
は
、
柳
淘
の
建
議
か
ら
二
十
五
日
後
に
な
さ
れ
た
大
司
憲
李
恕
長
等
に
よ
る
上
疏
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
李
恕
長
等
は
全
羅
道
の
漕
運
運
営
に
つ
い
て
、
各
浦
営
鎮
で
は
漕
運
時
に
漕
船
が
不
足
す
る
と
軍
船
で
補
う
状
況
に

あ
り
、
こ
れ
が
た
め
に
船
軍
の
在
浦
留
防
日
数
が
減
少
し
て
有
事
の
さ
い
に
十
分
な
備
え
が
で
き
な
い
と
語
り
、
軍
船
の
目
的
外
使

用
を
禁
じ
、
船
軍
の
他
役
動
員
を
や
め
て
辺
境
防
備
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

こ
の
記
録
は
、
当
時
の
全
羅
道
の
漕
連
が
軍
船
の
み
な
ら
ず
各
浦
の
船
軍
ま
で
も
使
役
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
示

す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
軍
船
の
漕
運
動
員
は
、
船
軍
の
漕
運
使
役
を
と
も
な
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
と
き

は
、
「
上
皆
な
嘉
納
す
」
と
あ
る
よ
う
に
李
恕
長
の
上
疏
す
べ
て
が
成
宗
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
軍
船
と
船
軍
の
本
務
へ
の
専
従

と
い
う
要
求
に
つ
い
て
も
裁
可
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。

さ
て
、
軍
船
（
お
よ
び
船
軍
）
の
漕
運
動
員
廃
止
を
求
め
る
柳
淘
・
李
恕
長
等
の
建
議
が
、
と
も
に
辺
境
防
備
の
充
実
を
意
図
し

て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
史
料
G
H
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
も
ま
た
成
宗
元
年
（
一
四
七
O
）

か
ら
翌
二
年
に
か
け
て
提
起
さ
れ
た
私
船
漕
運
論
（
史
料
A
B
C
）
と
同
趣
旨
の
も
の
と
い
え
る
。
か
つ
て
の
私
船
漕
運
論
と
異
な

る
の
は
、
柳
淘
の
場
合
、
「
各
浦
の
兵
船
を
用
い
る
漕
運
」
を
廃
止
す
る
代
替
措
置
と
し
て
、
私
船
賃
運
の
復
活
で
は
な
く
漕
船
だ
け

に
よ
る
漕
運
運
営
の
徹
底
を
求
め
、
一
方
、
李
恕
長
等
の
ほ
う
は
、
た
だ
た
ん
に
軍
船
の
漕
運
動
員
を
禁
じ
る
こ
と
を
要
求
す
る
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
点
だ
け
で
あ
る
。
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そ
れ
に
し
て
も
、
す
で
に
各
漕
倉
所
属
の
溜
船
と
漕
軍
に
よ
る
漕
運
運
営
が
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
の
全
羅
道
の
漕
速
に
お
い
て
、

依
然
と
し
て
軍
船
と
船
軍
の
動
員
も
継
続
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
成
宗
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
の
私
船
漕
運
論
に
み
ら
れ
た
の
と
同

じ
弊
害
が
指
摘
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
漕
船
と
漕
軍
に
よ
る
漕
運
運
営
が
徹
底
し
え
ず
、
所
期
の
目
的
を
は
た
し
え
な
か
っ
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
よ
う
。
史
料
F
に
お
い
て
成
宗
や
曹
錫
文
が
語
る
よ
う
に
、
軍
船
（
お
よ
び
船
軍
）
の
漕
運
動
員
は
あ
く
ま
で
「
先

王
之
法
」
で
あ
る
ゆ
え
に
軽
々
し
く
廃
止
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
、
軍
船
を
常
時
稼
働
さ
せ
、
か
つ
船
軍
を
水
路
に
慣
れ
さ
せ

る
と
い
う
軍
事
上
の
配
慮
が
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
一
方
で
は
、
李
恕
長
等
の
上
疏
に
「
漕
船

足
ら
ず
ん
ば
、
補
う
に
兵
船
を
以
っ
て
す
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
潜
船
と
漕
軍
だ
け
で
は
全
羅
道
内
の
税
穀
漕
運
に
十
分
に
対
応
で
き

な
か
っ
た
こ
と
が
、
軍
船
〈
お
よ
び
船
軍
）
が
糟
運
に
動
員
さ
れ
た
最
大
の
原
因
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
な
ぜ
に
消
船
と
漕
軍
だ
け
で
は
全
羅
道
内
の
税
穀
漕
速
に
十
分
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
輸
送
さ
れ
る
税

穀
量
の
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
史
料
F
の
李
亨
元
の
建
議
に
あ
っ
た
、
漕
軍
の
代
役
現
象
が
顕
著
と
な
り
、
水
路
に
通
じ
な
い

貧
窮
者
が
雇
立
さ
れ
る
こ
と
で
溜
運
船
の
海
難
が
絶
え
な
か
っ
た
こ
と
を
そ
の
理
由
と
し
て
ま
ず
は
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
豪

強
な
漕
軍
が
避
役
し
、
ま
た
漕
船
に
乗
り
組
ん
だ
代
役
漕
軍
も
多
数
溺
死
し
て
、
漕
軍
は
慢
性
的
に
不
足
状
態
に
陥
っ
て
い
た
の
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
漕
運
船
の
海
難
が
多
発
す
れ
ば
潜
船
の
消
耗
も
そ
れ
だ
け
激
し
く
な
り
、
や
は
り
不
足
を
生
じ
て
い
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
軍
船
（
お
よ
び
船
軍
の
）
漕
運
動
員
は
や
む
を
え
ざ
る
措
置
だ
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。と
も
あ
れ
、
史
料
H
の
李
恕
長
等
の
上
疏
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
で
、
全
羅
道
の
潜
運
に
お
け
る
軍
船
（
お
よ
び
船
軍
）
の
動
員
廃

止
は
実
際
に
も
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
に
、
こ
れ
以
後
も
私
船
漕
運
論
を
中
心
と
す
る
潜
運
政
策
論
議
は
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ

れ
た
が
、
そ
の
さ
い
に
全
羅
道
の
漕
遥
に
お
け
る
軍
船
・
船
軍
の
動
員
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
二
度
と
な
か
っ
た
。

（
未
完
、

一
九
九
八
年
十
一
月
四
日
成
稿
）



［註］
（1
）
世
祖
代
・
成
宗
代
前
半
に
お
け
る
糟
連
制
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
六
反
田
豊
「
李
朝
初
期
の
国
税
輸
送
体
制
｜
各
道
単
位
に
み
た
そ
の
整
備
変
遺
過
程

ー
」
（
『
朝
鮮
学
報
』
第
一
二
三
輯
、
一
九
八
七
年
）
、
同
「
海
運
判
官
小
考
｜
李
朝
初
期
に
お
け
る
そ
の
職
掌
と
創
設
背
景
l
」
（
『
年
報
朝
鮮
学
』
創
刊
号
、

一
九
九
O
年
）
、
同
「
李
朝
初
期
の
漕
運
運
営
機
構
」
（
『
朝
鮮
学
報
』
第
一
五
一
輯
、
一
九
九
四
年
）
、
同
「
朝
鮮
初
期
沼
運
制
に
お
け
る
船
卒
・
船
舶
の

動
員
体
制
」
（
『
朝
鮮
文
化
研
究
』
第
四
号
、
一
九
九
七
年
）
、
な
ど
を
参
照
。

（2
）
『
経
国
大
典
』
巻
二
、
戸
典
、
漕
転
条
、
同
書
巻
四
、
兵
典
、
番
次
都
目
条
、
な
ど
。

（3
）
崖
完
基
『
朝
鮮
後
期
船
運
業
史
研
究
』
（
二
期
間
、
川
岳
、
一
九
八
九
年
〉
「
第
1
章
官
船
溜
連
体
制
下
司
私
船
賃
運
活
動
」
八
頁
。

（
4
）
佳
完
基
、
前
掲
書
「
第
1
章
官
船
油
連
体
制
下
刻
私
船
賃
運
活
動
」
九

i
一
四
頁
。

（
5
）
佳
完
基
、
前
掲
帯
「
第
1
章
官
船
油
連
体
制
下
司
私
船
賃
連
活
動
」
一
四

i
二
四
頁
。

（6
）
こ
の
点
に
つ
い
て
躍
は
、
成
宗
代
の
潤
迎
政
策
論
議
を
世
祖
政
治
へ
の
反
発
な
い
し
『
経
国
大
典
』
体
制
へ
の
挑
戦
と
捉
え
、
「
成
宗
代
に
は
世
祖
政
治

に
対
し
て
批
判
的
立
場
に
立
っ
て
い
た
新
進
士
類
が
大
挙
登
用
さ
れ
、
政
治
の
主
導
権
を
握
っ
た
」
（
佳
完
基
、
前
掲
脅
「
第
1
章
官
船
描
連
体
制
下
司

私
船
賃
連
活
動
」
二
三
頁
）
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
い
わ
ゆ
る
勲
旧
派
と
士
林
派
の
政
治
的
対
立

と
い
う
様
相
が
成
宗
代
の
油
連
政
策
論
議
に
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
成
宗
の
即
位
当
初
、
慈
型
大
玉
大
妃
（
世
祖
妃
）

の
垂
簾
聴
政
期
〈
成
宗
即
位
年
〔
一
四
六
九
〕

1
同
七
年
〔
一
四
七
六
〕
〉
に
も
す
で
に
官
船
拙
速
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
議
は
起
こ
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
士

林
派
と
結
び
つ
け
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
ま
た
、
成
宗
代
に
士
林
が
政
治
の
主
導
権
を
握
っ
た
と
い
う
が
、
士
林
政
権
の
成
立
は
、
通

説
で
は
十
六
世
紀
後
半
の
宣
祖
代
（
一
五
六
七

i
一六
O
八
）
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
か
つ
て
私
も
成
宗
代
の
澗
運
政
策
論
議
に
つ
い
て
、
「
こ
う
し
た
動
き
は
、
士
林
派
に
よ
る
世
祖
政
治
（
勲
旧
派
）
へ
の
反
発
と
い
う
要
素

を
多
分
に
含
み
な
が
ら
、
油
連
船
団
の
海
難
続
発
や
、
船
軍
・
軍
船
を
糟
速
に
動
員
す
る
こ
と
の
弊
害
な
ど
、
現
実
の
諸
課
題
を
背
景
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
」
（
傍
点
は
引
用
者
。
六
反
田
盟
、
前
掲
「
朝
鮮
初
期
消
連
制
に
お
け
る
船
卒
・
船
舶
の
動
員
体
制
」
八
八
頁
）
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、

右
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
「
多
分
に
」
と
い
う
表
現
は
不
適
切
な
も
の
と
現
在
は
考
え
て
い
る
。

（7
〉
躍
完
基
、
前
掲
書
「
第
2
章
税
穀
賃
週
策
。
一
三
司
転
換
」
参
照
。

（8
）
『
成
宗
実
録
』
に
み
え
る
糟
運
政
策
関
連
記
事
の
な
か
に
は
、
か
な
り
長
文
の
も
の
も
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
作
業
の
性
格
上
、
本
稿
で
は
そ
れ

ら
の
記
録
を
煩
を
い
と
わ
ず
一
つ
一
つ
引
用
し
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
く
形
を
と
る
。
こ
の
点
、
あ
ら
か
じ
め
諒
解
さ
れ
た
い
。

朝
鮮
成
宗
代
の
摺
速
政
策
論
議

五
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五

（9
）
以
下
、
本
節
で
の
叙
述
は
と
く
に
註
記
し
た
箇
所
を
除
き
、
六
反
田
盤
、
前
掲
「
朝
鮮
初
期
漕
連
制
に
お
け
る
船
卒
・
船
舶
の
動
員
体
制
」
に
よ
る
。

（
叩
〉
朝
鮮
初
期
の
軍
用
船
は
、
「
軍
船
」
「
兵
船
」
「
戦
艦
」
な
ど
記
録
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
に
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
金
在
理
『
朝
鮮
王
朝
軍
船
研

究
』
（
d

ぺ
金
大
学
校
人
文
大
学
韓
国
文
化
研
究
所
、
ぺ
也
君
、
一
九
七
六
年
）
に
し
た
が
っ
て
、
「
軍
船
」
を
軍
用
船
の
総
称
と
し
て
用
い
る
（
同
書
「
一
．

朝
鮮
初
期
の
軍
船
」
九
頁
）
。

（U
）
恭
譲
王
代
の
摺
運
制
に
つ
い
て
は
、
六
反
田
盛
「
高
麗
末
期
の
溜
運
運
営
」
（
『
久
留
米
大
学
文
学
部
紀
要
（
国
際
文
化
学
科
編
）
』
第
二
号
、
一
九
九
三

年
）
を
参
照
。

（
ロ
）
本
稿
で
は
、
棚
田
運
に
従
事
す
る
船
舶
の
総
称
と
し
て
「
溜
速
船
」
を
用
い
、
漕
倉
に
配
備
さ
れ
た
漕
運
専
用
船
を
「
澗
船
」
と
表
記
し
て
両
者
を
区
別

す
る
。

（
日
）
以
下
、
太
宗
代
の
官
船
油
連
見
直
し
論
に
つ
い
て
は
、
六
反
田
盤
、
前
掲
「
李
朝
初
期
の
回
税
輸
送
体
制
」
五
三

i
五
七
・
八
九
1
一
O
O頁
を
参
照
。

〈

M
）
保
法
の
実
施
に
よ
る
軍
額
の
増
員
に
つ
い
て
は
、
陸
軍
士
官
学
校
韓
国
軍
事
研
究
室
『
韓
国
軍
制
史
』
（
陸
軍
本
部
、
ペ
岳
、
一
九
六
八
年
）
「
第
二
章

近
世
朝
鮮
前
期
軍
事
制
度
判
動
揺
」
二

O
四
i
二
O
七
頁
を
、
ま
た
、
鎮
管
体
制
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
同
曹
の
「
第
一
章
近
世
朝
鮮
前
期
軍
事
制
度

判
成
立
」
一
五
二

i
一
六
八
頁
を
参
照
。

（
日
）
『
世
祖
実
録
』
巻
二
七
、
世
祖
八
年
二
月
乙
未
（
三
十
日
）
条
に
は
、

戸
曹
啓
、
（
中
略
）
忠
清
上
道
及
江
原
・
鹿
尚
道
国
税
布
貨
、
皆
以
左
道
姑
船
連
之
、
而
公
船
不
足
、
用
以
私
船
、
給
価
澗
連
、
辛
巳
年
、
私
船
敗
没
、

耗
米
至
八
百
余
石
、
今
按
本
道
所
属
姑
船
八
十
般
内
、
京
畿
二
般
・
忠
清
道
六
般
・
江
原
道
二
十
四
般
、
至
今
未
弁
、
弁
前
傷
破
船
、
共
三
十
二
娘
、

難
毎
加
催
督
、
江
原
道
諸
邑
、
彫
残
為
甚
、
弁
造
無
日
、
宜
令
造
船
所
別
造
漕
船
二
十
親
、
又
於
未
弁
諸
邑
、
収
納
船
材
、
井
此
造
作
、
然
後
庶
合

大
典
漕
転
之
意
、
材
木
出
処
・
造
船
条
件
、
具
陳
子
後
、
（
後
略
）

と
あ
り
、
躍
完
基
は
こ
の
記
録
の
「
辛
巳
年
」
よ
り
前
の
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
て
、
こ
の
と
き
戸
曹
は
漢
江
の
左
道
水
地
で
の
泊
速
に
私
船
を
動
員

す
る
こ
と
を
主
張
し
た
と
述
べ
る
（
躍
完
基
、
前
掲
書
「
第
1
章
官
船
油
連
体
制
下
司
私
船
賃
連
活
動
」
一
二
頁
〉
。
し
か
し
、
「
辛
巳
年
」
以
下
の
部

分
ま
で
あ
わ
せ
て
読
め
ば
、
こ
う
し
た
理
解
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
こ
の
戸
曹
上
啓
は
、
官
船
で
あ
る
姑
船
確
保
が
順
調
に
い
か
ず
、

私
船
を
も
賃
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
現
状
を
憂
慮
し
、
早
急
に
枯
船
を
補
充
す
る
た
め
の
方
策
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
世
祖
代
に
お
い
て
漕
速
に
私
船

賃
運
の
導
入
が
主
張
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
く
な
く
と
も
文
献
上
に
は
確
認
で
き
な
い
。

（
凶
）
も
し
も
船
価
問
題
が
世
祖
に
よ
る
官
船
澗
連
体
制
整
備
の
本
質
的
な
動
機
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
次
の
記
録
に
み
え
る
よ
う
な
事
実
を
う
ま
く
説
明
で
き



な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

詳
定
庁
啓
、
国
税
毎
一
斗
、
船
価
髄
其
遠
近
、
或
六
七
合
、
或
一
升
七
合
、
入
江
倉
価
五
夕
、
入
京
倉
価
二
合
、
役
人
価
三
夕
、
以
此
四
価
、
並
令

上
納
、
今
考
税
案
、
如
元
貫
一
万
碩
、
毎
一
斗
、
船
価
一
升
七
合
、
則
計
一
千
七
百
碩
、
入
江
倉
価
五
夕
、
則
計
五
十
碩
、
入
京
倉
価
二
合
、
則
計

二
百
碩
、
役
人
価
三
夕
、
則
計
三
十
碩
、
井
載
租
案
上
送
、
役
人
価
外
、
余
三
価
並
納
京
倉
、
因
此
、
州
倉
虚
喝
、
既
以
公
船
澗
転
、
而
恒
貫
外
、

井
船
価
上
納
未
使
、
且
広
興
倉
在
江
、
可
除
入
京
価
、
他
各
司
在
京
、
可
除
入
江
倉
価
、
両
亦
令
上
納
尤
未
使
、
今
後
船
価
及
広
興
倉
入
京
価
・
京

各
司
入
江
倉
価
、
並
納
州
倉
、
以
補
軍
需
、
余
価
上
納
何
如
、
従
之
、
（
『
成
宗
実
録
』
巻
九
、
二
年
二
月
発
酉
〔
三
十
日
〕
条
）

私
船
所
有
者
に
支
給
さ
れ
る
船
価
と
は
、
本
来
、
納
税
者
で
あ
る
農
民
か
ら
付
加
税
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
録
に
み
え
る
詳
定
庁

の
上
啓
が
な
さ
れ
た
成
宗
二
年
（
一
四
七
一
）
は
、
も
ち
ろ
ん
官
船
漕
運
が
実
施
さ
れ
て
い
た
時
期
だ
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
と
き
に
お
い
て
も

摺
速
に
さ
い
し
て
入
江
倉
価
・
入
京
倉
価
と
と
も
に
船
価
が
付
加
税
と
し
て
農
民
に
賦
課
さ
れ
、
上
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
詳
定
庁
は

そ
う
し
た
現
状
に
対
し
て
、
「
既
に
公
舶
を
以
っ
て
糟
転
す
る
も
、
恒
貢
の
外
、
井
び
に
船
価
を
上
納
す
る
は
未
だ
便
な
ら
ず
」
と
述
べ
て
は
い
る
も
の

の
、
船
価
の
徴
収
自
体
は
廃
止
せ
ず
、
そ
の
ぷ
ん
の
米
穀
を
軍
需
補
境
の
た
め
に
各
郡
県
の
倉
聞
に
留
置
す
る
こ
と
を
請
う
て
成
宗
に
裁
可
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
船
価
の
徴
収
は
こ
れ
以
後
も
続
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

（
げ
）
『
成
宗
実
録
』
巻
六
、
元
年
七
月
甲
申
（
八
日
）
条
。

（
凶
）
六
反
田
盤
、
前
掲
「
朝
鮮
初
期
漕
運
制
に
お
け
る
船
卒
・
船
舶
の
動
員
体
制
」
八
九

i
九
一
頁
。

（
悶
）
栄
山
倉
は
羅
州
、
法
聖
浦
倉
は
霊
光
、
徳
城
倉
は
戚
悦
に
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、
徳
城
倉
に
つ
い
て
は
、
成
宗
十
八
年
（
一
四
八

七
）
に
隣
県
で
あ
る
竜
安
に
移
設
さ
れ
、
以
後
は
得
成
倉
と
称
し
た
（
六
反
田
盤
、
前
掲
「
李
朝
初
期
の
国
税
輸
送
体
制
」
七
六

1
八
八
頁
）
。

（
却
〉
六
反
田
盤
、
前
掲
「
朝
鮮
初
期
溜
運
制
に
お
け
る
船
卒
・
船
舶
の
動
員
体
制
」
九
0
1九
一
頁
。

（
幻
）
金
錯
坤
「
朝
鮮
前
期
漕
軍
｜
漕
遮
ヰ
甚
喧
鵠
吋
｜
」
（
『
明
智
史
論
』
創
刊
号
、
竜
仁
、
一
九
八
三
年
）
八
七
頁
。

（
詑
）
『
成
宗
実
録
』
巻
二
一
、
三
年
八
月
丁
丑
〈
十
三
日
）
条
。

（
お
）
そ
の
後
も
、
成
宗
四
年
〈
一
四
七
三
）
九
月
に
は
賞
罰
規
定
が
強
化
さ
れ
〈
『
成
宗
実
録
』
巻
三
四
、
四
年
九
月
丁
未
〔
十
九
日
〕
条
）
、
ま
た
、
同
五

年
（
一
四
七
四
〉
七
月
に
は
「
澗
軍
蘇
復
節
目
」
に
も
と
づ
い
て
千
四
百
九
十
人
の
増
員
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
で
二
番
立
役
一
番
休
息
の
立
役
体
制
が
確

立
さ
れ
る
（
同
書
巻
四
五
、
五
年
七
月
辛
酉
〔
八
日
〕
条
〉
な
ど
、
漕
軍
を
使
役
し
た
酒
運
の
安
定
的
運
営
の
た
め
の
措
置
は
連
続
し
て
実
施
さ
れ
た
。

（M
）
成
宗
二
年
（
一
四
七
一
〉
十
月
の
孫
比
長
に
よ
る
建
議
以
後
、
私
船
漕
運
論
に
つ
い
て
は
同
五
年
（
一
四
七
四
）
七
月
ま
で
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ

朝
鮮
成
宗
代
の
糟
迎
政
策
論
議

五
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回

の
閥
、
同
三
年
（
一
四
七
二
）
三
月
に
官
船
澗
連
体
制
の
弊
害
が
議
論
さ
れ
た
こ
と
は
第
三
節
に
お
い
て
み
た
と
お
り
で
あ
る
（
史
料
D
〉
。
さ
ら
に
、
同

四
年
（
一
四
七
三
）
四
月
に
は
、
全
羅
道
樹
速
船
の
海
難
防
止
策
と
し
て
、
全
羅
道
内
の
税
般
の
一
部
を
忠
消
道
内
の
澗
倉
に
収
納
す
る
こ
と
で
糟
迎
距

離
を
短
縮
し
よ
う
と
い
う
主
強
（
本
稿
で
は
こ
れ
を
移
納
論
と
称
す
る
）
が
提
起
さ
れ
て
い
る
〈
『
成
宗
実
録
』
巻
二
九
、
四
年
四
月
庚
辰
つ
一
十
日
〕
・

辛
巳
〔
二
十
一
日
〕
条
）
。
移
納
論
は
以
後
も
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
六
節
で
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

（
お
）
ま
ず
、
「
漕
運
は
各
浦
の
兵
舶
を
用
い
、
而
し
て
又
た
船
軍
を
用
っ
て
漕
卒
と
為
す
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
「
漕
卒
」
の
実
体
は
「
船
軍
」
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
し
か
も
、
こ
れ
に
続
け
て
「
往
返
幾
ん
ど
半
年
に
至
り
、
万
戸
独
り
空
営
を
守
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
「
船
軍
」
と
は
各
浦
営
鎮
に

所
属
す
る
水
軍
の
草
卒
で
あ
る
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
李
亨
元
の
い
う
「
水
軍
」
も
ま
た
水
軍
の
軍
卒
を
さ
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
つ
ま
り

「
漕
卒
」

H
「
船
軍
」

H
「
水
軍
」
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
李
亨
元
は
「
水
軍
」
の
例
に
倣
っ
て
「
澗
卒
」
の
円
牌
を
作
成
す
る
こ
と
を
諦
う
て
い
る
の

だ
か
ら
、
「
水
軍
」
と
「
糟
卒
」
と
は
一
方
で
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
水
軍
に
依
っ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
す
で
に
こ

の
と
き
「
水
軍
」

H

「
船
軍
」
の
円
牌
所
持
は
実
施
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
「
水
軍
」

H

「
船
軍
」
を
漕
運
に
使
役
す
る
の
に
あ
ら
た
め
て
円
牌

を
作
成
し
、
支
給
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
漕
卒
」
の
円
牌
作
成
を
主
援
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
い
う
「
漕
卒
」
が

糟
運
役
専
業
集
団
で
あ
る
溜
軍
を
さ
し
て
い
る
と
み
る
ほ
か
な
い
。
「
旭
速
は
各
浦
の
兵
船
を
用
い
、
而
し
て
又
た
船
軍
を
用
っ
て
潤
卒
と
為
す
」
と
い
う

李
亨
元
の
発
言
の
後
半
部
分
は
、
訓
間
軍
が
も
と
は
船
軍
中
か
ら
選
抜
さ
れ
た
者
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
と
み
な
す
べ
き

だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
こ
の
発
言
の
前
半
部
分
に
あ
る
よ
う
に
、
当
時
は
澗
船
の
み
な
ら
ず
「
兵
船
」
す
な
わ
ち
軍
船
も
油
連
に
動
員
さ
れ
て
い
た
の
で
、

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
船
軍
の
一
部
も
描
運
役
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
み
え
る
「
摺
卒
」
は
澗
軍

を
さ
す
と
み
て
さ
し
っ
か
え
な
い
。

〈
部
）
『
経
国
大
典
』
巻
四
、
兵
典
、
番
次
都
目
・
水
軍
条
。

（
幻
〉
李
載
襲
『
朝
鮮
初
期
社
会
構
造
研
究
』
（
一
潮
閥
、
川
岳
、
一
九
八
四
年
）
「
第
2
編
第
2
章
朝
鮮
初
期
羽
水
軍
」
一
二
三

1
一
三
三
頁
。

〈
泊
〉
『
世
宗
実
録
』
巻
二
六
、
二
十
九
年
四
月
壬
寅
（
十
一
日
）
条
。

〈
却
）
『
成
宗
実
録
』
に
は
、

戸
曹
啓
、
前
承
伝
教
、
自
今
諸
道
国
税
、
勿
委
守
令
、
択
請
練
朝
官
、
兼
帯
戸
曹
郎
庁
職
街
、
臨
時
発
遺
監
納
、
臣
等
参
酌
己
前
受
教
可
行
節
目
録

啓
、
（
中
略
）
一
、
糟
卒
多
以
残
劣
貧
寒
者
抄
定
、
不
堪
其
役
、
甚
未
使
、
今
後
択
富
実
人
抄
定
、
其
守
令
有
違
者
罷
割
、
不
能
検
挙
海
運
判
官
、
井

重
論
、
（
中
略
〉
従
之
、
（
同
書
巻
二
一
、
三
年
八
月
戊
寅
〔
十
四
日
〕
条
〉



と
い
う
記
事
も
あ
り
、
成
宗
三
年
（
一
四
七
二
）
の
時
点
に
お
い
て
描
卒
（
澗
軍
）
に
「
残
劣
貧
寒
者
」
が
多
く
充
定
さ
れ
る
弊
容
が
生
じ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
た
だ
ち
に
「
富
実
人
」
に
よ
る
代
役
現
象
の
結
果
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
「
富
実
人
」
の
摺
軍
役
忌

避
傾
向
が
こ
の
と
き
す
で
に
顕
著
と
な
っ
て
い
た
事
実
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

（
卸
）
僅
完
器
、
前
掲
替
「
第
1
章
官
船
楢
連
体
制
下
刻
私
船
賃
迎
活
動
」
二
三
頁
。

朝
鮮
成
宗
代
の
描
迎
政
策
論
議

五
五


